
瀬戸市水道ビジョン

瀬戸市水道課

安全で安価な水を安定して利用できる快適な市民生活を目指して



 



 

ごあいさつ 
 

瀬戸市はやきもののまちとして1300年にわたる歴史をも

ち、古くからその名が全国に知られているほか、市域は猿投

山や三国山等のみどり豊かな丘陵地に囲まれ、水と緑に恵ま

れた豊かな自然環境を有しています。 
本市の水道事業は、昭和 8 年に馬ヶ城浄水場からの給水を

開始し、今日に至るまで都市基盤の発展とともに拡充に努め

てまいりました。 
しかし、近年の水道事業を取り巻く環境は、少子高齢化、

人口減少、節水型社会の到来等により、大変厳しい経営環境

となっております。こうした中でも水道事業が果たすべき役

割は、将来においても安全で安心な水を提供していくことで

す。 
また、昨年の 3 月 11 日には東日本大震災が発生し、今までに経験したことのない「未曾

有」の大災害となり、生命や財産を始め様々な国難がもたらされました。ほとんどのライ

フラインが消失する中、水道施設も大きく被災し、復旧・復興に向けて大きな課題をつき

つけられました。本市は従前より、水道施設のループ化・耐震化を進めており、災害には

備えてまいりましたが、さらに災害に強い都市を構築すべく、水質管理の徹底、危機管理

体制の強化等、ハード及びソフト両面における対策に取り組んでまいります。 
この度「瀬戸市水道ビジョン」を策定し、水道事業の将来像とそれを実現するための具

体的な施策や行程を示しました。今後とも安定した水を提供するとともに、健全な経営を

維持しつつ効率的な水道事業の運営に努めてまいります。 
後に、本ビジョンの策定にご尽力いただきました、策定検討委員会の委員の皆様をは

じめ、パブリックコメントを通してご意見をいただきました多くの市民の皆様に深く感謝

申し上げます。 
 
平成 24 年 3 月 

瀬戸市長  増岡 錦也 
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１ はじめに

1 はじめに 

 
1.1 水道事業を取り巻く社会情勢 

 
近年、わが国の社会情勢は、価値観や生活様式の多様化、少子・高齢化に伴う人口

減少の時代を迎えつつ、世界的な経済状況の悪化、高度情報化や地方分権、さらには

地球温暖化を含めた環境問題への取り組みなど、様々な社会情勢が変化しています。 
 瀬戸市の水道事業は、普及率が 99％を超えている現在、社会基盤を支えるライフラ

インとして欠かせないものとなり、量的整備が達成しつつある今日において、これま

でに整備した設備の大規模な更新や再構築が必要となってきています。併せて水質問

題の多様化、環境への配慮、料金収入の減少、団塊世代の退職による技術継承問題等

の様々な問題を抱えています。さらに、東北地方太平洋沖地震では、水道施設につい

ても地震等の自然災害により被災していることから、施設や管路の耐震化は大きな課

題となっています。 
 
1.2 水道ビジョン＊の目的 

 
 このような社会情勢の変化は、瀬戸市水道事業においても例外ではなく、様々な課

題を抱えながらも将来にわたって、「安全で安定した水」を市民に提供するとともに、

サービスの向上を目指して、より一層の努力を続けることが水道の持つ使命であると

考えています。このためには、水道事業者が自らの現況を分析・評価した上で、将来

あるべき姿を描き、目標達成のための具体的計画を策定することが必要となります。 
 平成 17 年 10 月に厚生労働省から「地域水道ビジョンの作成について」が通知され

ました。地域水道ビジョンとは、地域特性や社会環境、事業の現状を適切に評価した

上で、描く将来像を効率的に実現するためのオリジナルマスタープランであり、今後

の水道事業の指針となるものです。 
 これを受けて、瀬戸市においても水道事業が目指すべき将来像を設定するととも

に、それらを実現するための具体的計画を記載した「瀬戸市水道ビジョン」を策定し、

安定した事業運営のもと、「 小の経費」で「 良のサービス」を提供するための施

策に取り組んでいくものです。 
 また、「瀬戸市水道ビジョン」は、「第 5 次瀬戸市総合計画」で示された方針、 
 

『水道施設の計画的かつ適正な布設、改修、維持管理によって、 
市民が安全で安価な水を安定して利用し、快適な生活を送っている』 
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１ はじめに

を基本とし、厚生労働省が作成した 5 つの政策課題である「安心」「安定」「持続」「環

境」及び「国際」、ならびに、瀬戸市の特性を踏まえた目指すべき方向性と実現のた

めの方策を示したものです。ただし、政策課題の 1 つである「国際」に関しては、瀬

戸市と同規模の水道事業と同様に、今回の水道ビジョンから除いて策定しました。 
 なお、計画期間は平成 32 年度までの 10 年間とします。 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

平成17年10月 17日付健水発第1017001号にて厚生労働省健康局水道課長通達

【水道ビジョンの基本理念】 

「安心」「安定」「持続」「環境」及び「国際」を政策課題とし、目標を達

成するための取り組みを示すもの。 

 

 

【瀬戸市の基本理念】 

安全で安価な水を安定して利用できる快適な市民生活を目指して 

【基本方針】 

1. 安全で安心して飲める水の供給 

2. 信頼性の高いライフラインの構築 

3. 満足度の高い水道サービスの提供と効率的な事業運営の実現 

4. 環境に配慮した事業の構築 

【目標年次】 

平成 32 年度までの 10 年間 

ＰＤＣＡの手法によりフォローアップ 

地域水道ビジョンの策定 

瀬戸市水道ビジョンの策定
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２ 瀬戸市の概況と水道事業の概要

2 瀬戸市の概況と水道事業の概要 

 
2.1 瀬戸市の概況 

 
 瀬戸市は愛知県の中央北部にあり、中部経済の中心地である名古屋市の北東約

20km に位置しています。 
 大・小区制（明治 5 年；1872 年）、郡区町村編成法（明治 11 年；1878 年）の実施

を経て、明治 22 年（1889 年）の町村法の公布に伴い、近代的な地方自治体である瀬

戸村になりました。その後、明治 25 年（1892 年）には瀬戸町となり、赤津村及び旭

村の一部を合併して、昭和 4 年（1929 年）に愛知県で名古屋市、豊橋市、岡崎市、一

宮市に次いで 5 番目の市として、瀬戸市となりました。 
 その後は、市域の拡大に努力し、水野村、幡山村、品野町との合併を行い、昭和 34
年（1959 年）に現在の市域となりました。 
 平成 21 年度末（2010 年 3 月末）現在は、市域面積 111.61km2、行政人口 133,656 人

となっています。 
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２ 瀬戸市の概況と水道事業の概要

 
2.2 水道事業の概要 

 
（1）水道事業の変遷 

 瀬戸市水道事業は、昭和 5 年 9 月に事業認可を得て、昭和 8 年 12 月に供用を開始

しました。その後、6 回の拡張事業と 4 回の変更を実施し、現在は第 6 期拡張事業を

進めています。 
供用開始時は、河川表流水＊、地下水を使用して需要に対応していましたが、昭和

37 年（1962 年）から愛知県営水道（愛知用水）の供給を受け、増加する需要に対応

するようになりました。平成 21 年度では、自己水源 34.5％の割合に対し、県水受水

の割合は 65.5％となっています。 
 

瀬戸市水道拡張事業の変遷 

事 項 認可年月日 
給水人口＊

(人) 

一日 大

給水量＊ 

（m3/日）

目標年次 備    考 

創設 
昭和 5. 9.10 

( 1930 ) 
35,000 3,850 1951 年 

馬ヶ城浄水場築造 

配水管布設（総延長 35,921m） 

第 1回変更 
昭和 26. 6.28

( 1951 ) 
26,500 5,200  

馬ヶ城浄水場ろ過池（1池） 

配水管布設（総延長 35,921m） 

第 2回変更 
昭和 30. 2.18

( 1955 ) 
26,500 5,200 1968 年 配水管布設（総延長 13,060m） 

第 1期拡張 
昭和 32. 5.13

( 1957 ) 
46,500 16,200 1971 年 原山浄水場築造 

第 2期拡張 
昭和 39.12.22

( 1964 ) 
71,200 29,900

第 2期拡張 

第 1回変更 

昭和 41. 2. 9

( 1966 ) 
3,000 30,700

第 2期拡張 

第 2回変更 

昭和 42.3.17 

( 1967 ) 
10,000 42,000

1975 年 

赤津浄水場築造 

白岩浄水場築造 

小金配水場築造 

権現山配水場築造 

配水管布設（総延長 63,314m） 

第 3期拡張 
昭和 45. 3.31

( 1970 ) 
130,000 54,600 1980 年 

蛇ヶ洞浄水場築造 

針原配水場築造 

若宮配水場築造 

配水管布設（総延長 39,770m） 

第 4期拡張 
昭和 54. 3.30

( 1979 ) 
135,000 56,700 1985 年 

南山口配水場築造 

配水管布設（総延長 39,770m） 

第 5期拡張 
昭和 62.10.12

( 1987 ) 
138,000 64,800 1995 年 

穴田配水場築造 

原山配水場増設 

針原配水場増設 

送配水管布設（総延長 33,247m）

第 6期拡張 
平成 14. 3.28

( 2002 ) 
142,700 63,500 2014 年 

新規県水受水点整備 

蛇ヶ洞浄水場設備更新 

川平，山路地区未普及地区解消 

市内ループ連絡管布設 

送配水管布設（総延長 11,750m）
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２ 瀬戸市の概況と水道事業の概要

 

西暦 年号 事業内容

1930 S 5. 9 　上水道布設認可

1933 S 8.12 　馬ヶ城浄水場給水開始

1951 S26. 6 　馬ヶ城浄水場ろ過池拡張工事認可（第1回変更）

1955 S30. 2 　上水道配水管拡張及び布設替計画認可（第2回変更）

1957 S32. 5 　上水道第1期拡張事業認可

1958 S33. 7 　原山浄水場給水開始

1962 S37. 1 　県営水道より受水開始（西山配水場）

1964 S39.12 　上水道第2期拡張事業認可

1966 S41. 2 　第1回変更事業認可（第2期拡張事業）

S41. 7 　上陣屋配水場で県営水道の受水開始

　それに伴い、西山配水場での県営水道の受水中止

1967 S42. 3 　条例制定第2回変更事業認可（第2期拡張事業）

S42.12 　赤津浄水場給水開始

1969 S44. 8 　白岩浄水場給水開始

1970 S45. 3 　上水道第3期拡張事業認可

1974 S49. 7 　蛇ヶ洞浄水場給水開始

S49. 8 　赤津浄水場給水中止

1979 S54. 3 　上水道第4期拡張事業認可

1981 S56. 9 　南山口配水場給水開始

1983 S58. 8 　上陣屋配水池（増設）給水開始

1987 S62. 2 　詞堂山配水池給水開始

S62.10 　上水道第5期拡張事業認可

1989 H元. 1 　穴田配水池給水開始

1990 H 2.11 　サンヒル上之山配水池給水開始

1991 H 3. 3 　原山配水場（増設）開始

1994 H 6.03 　針原配水池（増設）給水開始

1997 H 9. 7 　上品野ポンプ場給水開始

2000 H12. 6 　白岩配水場、一ノ瀬ポンプ場給水開始

2001 H13. 3 　原山浄水場エアレーション設備竣工

H13. 8 　片草配水場給水開始

2002 H14. 3 　上水道第6期拡張事業認可

2003 H15. 3 　川平地区給水開始

2006 H18. 7 　山路配水場給水開始

瀬 戸 市 水 道 事 業 の あ ゆ み
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２ 瀬戸市の概況と水道事業の概要

 
（2）水道事業概要 

 これまでの瀬戸市水道事業の概要は次のとおりです。 
 

 
平成 12年度 平成 16年度 平成 21年度 

行政人口 （人） 131,692 132,246 133,656

給水人口 （人） 130,993 131,765 133,230

普及率 （％） 99.6 99.7 99.7

有収水量＊ （m3/日） 38,432 38,564 37,613

一日平均給水量＊ （m3/日） 42,651 41,691 40,837

一人一日平均給水量 （ /人/日） 326 316 307

一日 大給水量 （m3/日） 52,005 49,285 47,504

一人一日 大給水量 （ /人/日） 397 374 357

有収率＊ （％） 90.1 92.5 92.1

有効率＊ （％） 95.8 99.1 97.5

負荷率＊ （％） 82.0 84.6 86.0

 
 瀬戸市の人口は、この 10 年間は微増傾向を示しており、13 万 1 千人から 13 万 4
千人前後で推移しています。また、普及率は 99.7％と高い値を示しています。 
 使用水量については、人口の伸びに反して減少の傾向にあります。これは、市民の

節水意識の向上、節水型機器の普及等による全国的な傾向が表れているといえます。 
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２ 瀬戸市の概況と水道事業の概要

 
（3）配水区域の概要 

 瀬戸市の配水区域は、大きく自己水系と県水受水＊系に大別されます。自己水系は、

蛇ヶ洞配水区（表流水）、馬ヶ城配水区（表流水）、原山配水区（地下水）の 3 配水区、

県水受水系は、穴田配水区、上陣屋配水区、南山口配水区の 3 配水区で、計 6 配水区

で運用しています。 
配水区域と各施設位置は下図に、各水系別のフローは次頁に示す通りです。 
 

 

現在の水源別配水区域図 
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２ 瀬戸市の概況と水道事業の概要
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３ 現状分析の方法

3 現状分析の方法 

 
瀬戸市の水道事業は、創設以来 6 回にわたる拡張事業を経て普及率 99.7％に達し、

市民の多くの方へ安全で良質な水を供給できるようになりました。 
これまでは、給水人口ならび給水量の増加のため、施設の拡張に重点をおいた事業

運営を行ってきましたが、今後は、全国的に見られる傾向と同様に、瀬戸市において

も給水人口ならび給水量の減少が予想されます。そのため、これまでの「拡張」から

「維持管理」へと事業の方向性を転換する必要があります。 
そのような背景から、「水質管理」「施設・管路の経年化・耐震化＊」「効率的な配水

系統管理」等の諸課題への対応における重要性が、これまで以上に高まりつつあるこ

とから、瀬戸市水道事業の現状分析を行い、そこから課題を抽出する必要があります。 
そのため、現状における分析を次の方法で行い、これらを総合して総括的な課題の

抽出を行いました。 
 

  ①①  業業務務指指標標＊＊（（PPII））デデーータタにによよるる分分析析    

   「水道事業ガイドライン＊」（日本水道協会規格：JWWA Q 100）において、水道サ

ービスを将来にわたって維持すべき「安心（22 項目）」「安定（33 項目）」「持続（49

項目）」「環境（7 項目）」「管理（24 項目）」「国際（2 項目）」の全 137 項目において、

体系的かつ定量的に業務指標（PI：Performance Indicator）で評価を行います。 

   ただし、「国際」については、前述のとおり省略することとします。 

    

  ②②  施施設設機機能能診診断断＊＊にによよるる分分析析    

    現地調査を行い、「水道施設機能診断の手引き」（財団法人 水道技術研究センター）

をもとに施設ごとの評価を行います。 

 
  ③③  水水需需要要推推計計にによよるる将将来来需需要要量量のの予予測測    

    給水人口ならびに給水量について、将来においてどのように推移するか、また、

それによる影響を分析します。 

 
 
 

    瀬瀬戸戸市市水水道道事事業業ににおおけけるる課課題題のの抽抽出出      

 
各現状分析ならびに将来予測の結果から判断できる課題を抽出します。 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

4 業務指標（PI）の算定 

 
4.1 業務指標の概要 

 
 水道事業ガイドラインは、全国の水道事業者を対象とし、水道事業のサービス内容

を共通指標によって数値化する国内規格として、平成 17 年 1 月に（社）日本水道協

会規格（JWWA Q 100）として制定されたものです。 
 上記ガイドラインには、平成 16 年 6 月に厚生労働省が策定した「水道ビジョン」

に掲げられている「安心」「安定」「持続」「環境」「国際」の 5 つの政策課題と、水道

事業の現状を明らかにする項目である「管理」を加えた 6 項目を柱とした 137 項目の

業務指標（PI、Performance Indicator）が示されています。 
 
 「安心」：水源から給水栓までの安全度の指標   （22 項目） 
 「安定」：施設の老朽化対策やリスク管理への備え等の指標 （33 項目） 
 「持続」：営業成績やサービスの充実度の指標   （49 項目） 
 「環境」：環境保全への取組状況の指標    （ 7 項目） 
 「管理」：業務運営・維持管理の適正度の指標   （24 項目） 
 「国際」：国際貢献、国際交流の積極度の指標   （ 2 項目） 
 
 業務指標を算定することにより、複雑で

理解しにくい水道事業の内容を明らかに

することができるほか、事業の経年変化や

他事業体との比較による自己診断を行う

ことで、課題を抽出し、業務全般の効率化

を図ることが可能になります。また、水道

利用者には、数値に基づいた客観的かつ定

量的な情報を提供することで、水道事業の

透明性を高めることも可能になります。 
 
4.2 業務指標値の評価方法 

 
 瀬戸市水道事業における問題点や特殊性を明らかにするための評価方法として、過

去 5 年間（平成 17～21 年度）における各業務指標の推移の評価や、全国平均値、県

内平均値、類似事業体の平均値との比較評価を行います。 
瀬戸市水道事業の業務指標と比較対象の業務指標平均値は、「水道統計」（（社）日

安心
22項目

安定
33項目

持続
49項目

環境
7項目

管理
24項目

国際
2項目
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

本水道協会）に掲載されているデータより算定を行います。比較対象は、平成 17～19
年度の 3 年間とします。また、水道統計より算出可能な業務指標値は全 137 項目中 83
項目であり、ここでは、当該項目にて評価を行うものとします。 
 

（業務指標値の評価方法） 

①瀬戸市における過去 5 年間（平成 17～21 年度）の経年推移の評価 

②全国平均値、県内平均値、類似事業体の平均値との比較評価 

全国平均値、愛知県内平均値、類似事業体の平均値と比較することにより、事業

内容及び問題点等を明らかにします。 
  なお、類似事業体の選定に関しては、以下の条件で抽出します。 
 

 

 

 

 
 

表 4-1 類似事業体一覧表 

No 
都道府

県名 

市町村 

企業団名 
H17 H18 H19 No

都道府

県名 

市町村 

企業団名 
H17 H18 H19

1 茨城県 つくば市 ○ ○ － 16 愛知県 東海市 ○ ○ ○

2 埼玉県 戸田市 ○ ○ ○ 17 愛知県 小牧市 ○ ○ ○

3 埼玉県 入間市 ○ ○ ○ 18 大阪府 箕面市 ○ ○ ○

4 埼玉県 鴻巣市 ○ ○ ○ 19 大阪府 門真市 ○ ○ ○

5 埼玉県 ふじみ野市 ○ ○ ○ 20 大阪府 大東市 ○ ○ ○

6 埼玉県 朝霞市 ○ ○ ○ 21 大阪府 松原市 ○ ○ ○

7 埼玉県 桶川北本水道企業団 ○ ○ ○ 22 大阪府 羽曵野市 ○ ○ ○

8 埼玉県 富士見市 ○ ○ ○ 23 大阪府 富田林市 ○ ○ ○

9 埼玉県 三郷市 ○ ○ ○ 24 大阪府 河内長野市 － － ○

10 千葉県 流山市 ○ ○ － 25 奈良県 橿原市 ○ ○ ○

11 千葉県 我孫子市 ○ ○ ○ 26 奈良県 生駒市 ○ ○ ○

12 愛知県 半田市 ○ ○ ○ 27 香川県 丸亀市 － － ○

13 愛知県 瀬戸市 ○ ○ ○ 28 沖縄県 浦添市 ○ ○ ○

14 愛知県 豊川市 ○ ○ － 29 沖縄県 うるま市 ○ ○ ○

15 愛知県 刈谷市 ○ ○ ○ 30 沖縄県 沖縄市 ○ ○ ○

※）表中の「○」は比較対象、「－」は市町村合併等により比較対象外であることを示します。 

 
 
 
 
 
 

条件Ⅰ：給水人口規模（瀬戸市の区分；10 万人以上 15 万人未満） 

条件Ⅱ：主な水源種類（瀬戸市の区分；受水を主とするもの） 

条件Ⅲ：有収水量密度（瀬戸市の区分；全国平均以上） 

       ※ 有収水量密度＝有収水量÷給水面積 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 

表 4-2 県内水道事業体 

No 
市町村 

企業団名 
H17 H18 H19 No

市町村 

企業団名 
H17 H18 H19

1 名古屋市 ○ ○ ○ 25 美浜町 ○ ○ ○ 

2 豊橋市 ○ ○ ○ 26 海部南部水道企業団 ○ ○ ○ 

3 半田市 ○ ○ ○ 27 大府市 ○ ○ ○ 

4 瀬戸市 ○ ○ ○ 28 知立市 ○ ○ ○ 

5 岡崎市 ○ ○ ○ 29 阿久比町 ○ ○ ○ 

6 犬山市 ○ ○ ○ 30 小牧市 ○ ○ ○ 

7 一宮市 ○ ○ ○ 31 音羽町 ○ ○ － 

8 蒲郡市 ○ ○ ○ 32 田原市 ○ ○ ○ 

9 豊川市 ○ ○ ○ 33 南知多町 ○ ○ ○ 

10 津島市 ○ ○ ○ 34 七宝町 ○ ○ ○ 

11 豊田市 ○ ○ ○ 35 幸田町 ○ ○ ○ 

12 安城市 ○ ○ ○ 36 小坂井町 ○ ○ ○ 

13 春日井市 ○ ○ ○ 37 春日町 ○ ○ ○ 

14 碧南市 ○ ○ ○ 38 北名古屋水道企業団 ○ ○ ○ 

15 刈谷市 ○ ○ ○ 39 清須市 ○ － － 

16 常滑市 ○ ○ ○ 40 美和町 ○ ○ ○ 

17 新城市 ○ ○ ○ 41 蟹江町 ○ ○ ○ 

18 東海市 ○ ○ ○ 42 岩倉市 ○ ○ ○ 

19 知多市 ○ ○ ○ 43 稲沢市 ○ ○ ○ 

20 高浜市 ○ ○ ○ 44 愛西市 ○ ○ ○ 

21 御津町 ○ ○ － 45 丹羽広域事務組合 ○ ○ ○ 

22 武豊町 ○ ○ ○ 46 西尾幡豆広域連合 ○ ○ ○ 

23 東浦町 ○ ○ ○ 47 江南市 ○ ○ ○ 

24 尾張旭市 ○ ○ ○ 48 愛知中部水道企業団 ○ ○ ○ 

※）表中の「○」は比較数値あり、「－」は市町村合併等により比較数値がないことを示します。 

 
 
4.3 業務指標の算出値と政策課題別評価 

 
4.3.1 業務指標算出値 

 ここでは 137 項目の中から特に注目すべき指標を抽出し、評価を行います。 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

4.3.2 政策課題別評価 

（１）安心 

１）水資源の保全（No1001～No1005） 

 「水源に関する指標値（No1001～1004）」は、水源の安定性と効率性を相反して示

す項目であり、瀬戸市の数値のみでは評価が難しいが、全国平均値など他事業体と比

較すると、適切な水源の安全性と効率性が確保されています。 
「水源利用率（No1001）」は、全国平均や愛知県平均よりも高く、「水源余裕率

（No1002）」は全国平均や愛知県平均よりも低くなっています。また、水源を受水に依

存しているため、「自己保有水源率（No1004）」は低くなる傾向にあります。 
この 3 項目は、類似事業体とほぼ同数値を示しており、水源を受水に依存している

事業体と同様の傾向を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No1001 水源利用率(%)＝（一日平均配水量／確保している水源水量）×100 

No1002 水源余裕率(%)＝｛（確保している水源水量／一日 大配水量）－1｝×100 

No1004 自己保有水源率(%)＝（自己保有水源水量／全水源水量）×100 

31.1 28.1
34.7 33.7

38.6

0

20

40

60

80

100

全　国 52.4 53.0 54.3 
愛知県 48.7 47.3 47.7 
類　団 36.1 33.4 38.8 
瀬戸市 31.1 28.1 38.6 34.7 33.7 

H17 H18 H19 H20 H21

No1002 水源余裕率 

66.3 65.5 63.7 64.364.6

0

20

40

60

80

100

全　国 56.6 55.9 56.1 
愛知県 57.1 57.2 57.7 
類　団 65.0 65.6 64.1 
瀬戸市 66.3 65.5 64.6 63.7 64.3 

H17 H18 H19 H20 H21

No1001 水源利用率 良 良

18.5 18.5 18.5 18.618.5

0

20

40

60

80

100

全　国 70.1 70.0 69.9 
愛知県 53.6 53.6 54.0 
類　団 17.3 16.5 20.3 
瀬戸市 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 

H17 H18 H19 H20 H21

No1004 自己保有水源率
良
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２）水源から給水栓までの水質管理（No1101～No1117） 

 「水質基準＊不適合率（No1104）」は、水質基準の規定値を満足しなかった割合を示

す指標ですが、瀬戸市では水質基準を超過している項目はなく、適正な水処理が行わ

れています。 
「カビ臭からみたおいしい水達成率（No1105）」は、水のおいしさを示す指標であり、

毎年 100％で推移していることから、おいしく安全な水を供給しています。 
 一方、残留塩素濃度＊に関する指標である「塩素臭から見たおいしい水達成度

（No1106）」では、水質基準値を満足しているものの、年度により 25～75％で推移し

ていることから改善の必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.0
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75.0

25.0

75.0
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No1106 塩素臭からみたおいしい水達成率

100.0100.0100.0 100.0
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0.0 0.0 0.0 0.00.0
0

20
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100

瀬戸市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

H17 H18 H19 H20 H21

No1104 水質基準不適合率 

良 

No1105 カビ臭からみたおいしい水達成率 

良

良

No1104 水質基準不適合率(%)＝（水質基準不適合回数／全検査回数）×100 

No1105 ｶﾋﾞ臭からみたおいしい水達成率(%)＝｛（1－ｼﾞｪｵｽﾐﾝ＊ 大濃度／水質基準値）

＋（1－2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ＊ 大濃度／水質基準値）｝／2×100 

No1106 塩素臭からみたおいしい水達成率(%)＝｛1－（年間残留塩素 大濃度 

－残留塩素水質管理目標値）／残留塩素水質管理目標値｝×100 
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「鉛製給水管＊率（No1117）」は、市内の全ての給水件数に対して鉛製給水管が使用

されている割合を示しています。鉛＊は軟らかく加工しやすい金属であるため、昔か

ら水道管として用いられてきましたが、 近ではその溶出が問題視されてきていま

す。そのような背景から、平成 15 年 4 月に水質基準が強化され「鉛及びその化合物」

の基準値が 0.01mg/ 以下に改正されました。 
瀬戸市の鉛製給水管率は年々減少しているものの、県内平均ならびに類似事業体平

均と比べると，鉛製給水管を使用している割合が高いことから、計画的に更新を進め

ていくことが必要になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

No1117 鉛製給水管率(%)＝（鉛製給水管件数／給水件数）×100 

No1117 鉛製給水管率 

11.0 9.9 8.5 7.99.2
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類　団 2.8 2.5 5.9 
瀬戸市 11.0 9.9 9.2 8.5 7.9 

H17 H18 H19 H20 H21
良
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

（２）安定 

１）連続した水道水の供給（No2001～No2008） 

「給水人口 1 人当たり貯留飲料水量（No2001）」は、給水人口 1 人当たり何 の水が

常時貯水され、災害時等における飲料水の確保状況から見た応急給水＊能力を表す指

標になります。平成 19 年度では約 170 /人と県内平均や類似事業体より高い水準に

あります。 
また、一日平均配水量に対する配水池＊総容量を表す「配水池貯留能力（No2004）」

も、平成 19 年度で 1.1 日と他の比較値よりも高い水準にあり、災害や事故時における

応急給水能力は高くなっています。 
 「配水管延長密度（No2007）」は、給水区域面積 1km2 当たり配水管が何 km 布設さ

れているかを表す指標になります。これは、配水管に引き込み管（給水管）を接続す

る時の容易さを示しており、消費者からの給水申し込みに対する物理的利便性の度合

いを示すものになります。瀬戸市の配水管延長密度は平成 17 年度から微増傾向を示

し、平成 19 年度には県内平均とほぼ同等レベルに、平成 21 年度実績で 10.8km/km2

まで増加しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No2004 配水池貯留能力(日)＝配水池総容量／一日平均配水量 

No2001 給水人口 1 人当たり貯留飲料水量( /人)＝｛（配水池総容量(緊急貯水槽＊ 

容量は除く)×1/2＋緊急貯水槽容量）／給水人口｝×1000 

No2007 配水管延長密度(km/km2)＝配水管延長／給水区域面積 

No2001 給水人口 1 人当

貯留飲料水量 
No2004 配水池貯留能力

171 171 170 169170
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全　国 167 167 167 
愛知県 151 149 148 
類　団 129 138 141 
瀬戸市 171 171 170 170 169 

H17 H18 H19 H20 H21

1.06 1.07 1.11 1.091.09
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1.20

全　国 0.91 0.93 0.94 
愛知県 0.88 0.87 0.87 
類　団 0.76 0.81 0.83 
瀬戸市 1.06 1.07 1.09 1.11 1.09 

H17 H18 H19 H20 H21

良 良
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9.7 9.8
10.6 10.810.5
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良
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44.8 44.8 44.8 44.844.8
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２）将来への備え（No2101～No2107） 

浄水施設＊及び設備の老朽度を表す「経年化浄水施設率（No2101）」と「経年化設

備率（No2102）」によると、設備の経年化は他の比較値とほぼ同水準にありますが、

浄水施設の経年化は、平成 21 年度で 9.1％と他の比較値よりも高い傾向にあります。 
これは、昭和初期に建設された馬ヶ城浄水場によるものであり、この浄水場につい

ては、平成 21 年度に策定した施設整備計画で、「将来も存続して使用していく」とし

ていることからも、早期に更新を進めていく必要があります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、管路の適正な更新を表す「経年化管路率

（No2103）」によると、ほぼ毎年減少しており、

平成 21 年度で 2.9％と減少傾向にあることから、

適正な管路更新が行われています。 
しかしながら、昭和 40～50 年代に建設された

施設が多く、同時期に管路の布設が行われてお

り、近い将来に経年化管路が増加してくることが

予想できることから、計画的に更新を進めていく

必要があります。 
 

No2101 経年化浄水施設率(%) 

＝（法定耐用年数＊を超えた浄水施設能力／全浄水施設能力）×100 

No2102 経年化設備率(%) 

＝（経年化年数を超えている電気・機械設備数／電気・機械設備の総数）×100 

No2102 経年化設備率 No2101 経年化浄水施設率

良 良

No2103 経年化管路率(%)＝（法定耐用年数を超えた管路延長／管路延長）×100 

5.3 5.2 3.1 2.93.0
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愛知県 6.0 6.5 6.7 
類　団 2.3 3.9 6.6 
瀬戸市 5.3 5.2 3.0 3.1 2.9 

H17 H18 H19 H20 H21

No2103 経年化管路率 

良
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

３）リスクの管理（No2201～No2218） 

「浄水施設耐震率（No2207）」「配水池耐震施設率（No2209）」は、構造物のレベル 2
地震動＊（震度 7 クラス）に対する耐震性を表す指標であり、配水池は全国平均値、

県内平均値及び類似事業体よりも高く、耐震化はほぼ完了しています。 
浄水施設率については、県内平均値を下回っているものの、全国平均値や類似事業

体よりも高い値を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「管路の耐震化率（No2210）」は､レベル 2 地震動に対する耐震性を備えた管路延長

比率を示します。瀬戸市では他の比較値を下回っていますが、市域のほとんどが良質

な地盤で形成されていることから、過去の地震において被害の少ないダクタイル鋳鉄

管＊を使用しています。そのため、「ダクタイル鋳鉄管・鋼管＊率（No5102）」が 80％
以上と非常に高くなっており、地震へも十分対応できると考えられます。 
 
 
    
 
 

85.3
99.499.496.2 96.8
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全　国 20.6 23.4 25.2 
愛知県 61.3 64.6 72.9 
類　団 34.5 38.4 34.3 
瀬戸市 85.3 96.2 96.8 99.4 99.4 

H17 H18 H19 H20 H21

No2209 配水池耐震施設率 No2207 浄水施設耐震化率 

25.8 25.8 26.1 21.826.1
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全　国 7.4 7.0 8.8 
愛知県 31.4 31.7 29.7 
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瀬戸市 25.8 25.8 26.1 26.1 21.8 

H17 H18 H19 H20 H21

良 良

No2207 浄水施設耐震化率(%) 

＝（耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力）×100 

No2209 配水池耐震施設率(%) 

＝（耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量）×100 

No2210 管路の耐震化率(%)＝（耐震管延長／管路総延長）×100 

No5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%) 

＝｛（ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管延長）／管路総延長｝×100 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「給水拠点密度（No2205）」は、100km2 当たりの応急給水拠点数を示し、震災時等

における飲料水の確保のしやすさを示したものです。 
 震災時等では、当面の生活用水の確保が も重要であることから、確保水量ではな

く拠点密度を示し、応急給水の受けやすさを示す方が有効となります。瀬戸市では、

他事業体と比べてもかなり低い値を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No2210 管路の耐震化率 

0.8 0.8 0.6 0.60.5
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愛知県 9.7 10.5 11.8 
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瀬戸市 0.8 0.8 0.5 0.6 0.6 

H17 H18 H19 H20 H21

良 80.7 81.7 81.9 82.782.0
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100

全　国 57.5 57.0 56.1 
愛知県 50.3 50.8 46.2 
類　団 60.6 62.5 63.8 
瀬戸市 80.7 81.7 82.0 81.9 82.7 

H17 H18 H19 H20 H21

No5102 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・鋼管率

良

No2205 給水拠点密度(箇所/100km2)＝（配水池・緊急貯水槽数／給水区域面積）×100 

No2205 給水拠点密度 

13.7 13.7 13.7
21.3

13.7
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全　国 113.6 106.3 92.2 
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類　団 82.2 74.0 100.0 
瀬戸市 13.7 13.7 13.7 13.7 21.3 

H17 H18 H19 H20 H21

良
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 
 「給水車保有度（No2213）」は、給水人口 1,000 人当たりの給水車保有台数を表し、

「車載用の給水タンク保有度（No2215）」は、給水人口 1,000 人当たりの車載用給水タ

ンク容量を表すものであり、ともに緊急時に水道事業体が有効な応急給水活動を実施

できるかどうかを示したものです。 
 これは、各事業体により給水規模や応急給水が必要となる施設（病院等）の数が異

なるため、何台あればよいという数値はないものの、応急給水（運搬給水）を適切に

行うために必要となる施設整備を進めていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No2213 給水車保有度(台/1000 人)＝（給水車数／給水人口）×1000 

No2215 車載用の給水タンク保有度(m3/1000 人) 

＝（車載用給水タンクの総容量／給水人口）×1000 

0.03 0.03 0.03 0.030.03
0.0
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1.0
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2.0
2.5

3.0
3.5

4.0

全　国 3.5 3.2 2.8 
愛知県 2.3 2.3 2.3 
類　団 3.1 2.9 1.9 
瀬戸市 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

H17 H18 H19 H20 H21

No2215 車載用の給水タンク保有度

0.0 0.0 0.0 0.00.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

瀬戸市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

H17 H18 H19 H20 H21

良 

良

No2213 給水車保有度 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

（３）持続 

１）地域特性にあった運営基盤（No3001～No3027） 

 「総収支比率（No3003）」は、総収益が総費用の何パーセントに当たるかを示すも

ので、純利益を上げるためには総収益は総費用を上回らなければならないので、100％
を超えるほど良いことになります。 

経常収支＊比率と総収支比率は、平成 17、18 年度で 100％を下回っていますが、平

成 19 年度以降は 100％を上回っており、比較値とほぼ同水準にあります。 
平成 19 年度以降、3 指標とも 100％を超えていることから、黒字経営での事業運営

が行われていることを示しています。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No3001 営業収支比率(%)＝（営業収益＊／営業費用＊）×100 

No3002 経常収支比率＊(%) 

＝｛（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）｝×100 

No3003 総収支比率(%)＝（総収益／総費用）×100 

97.6
99.6

101.7 102.7
100.8

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

全　国 108.2 108.5 109.2 
愛知県 104.7 104.6 105.2 
類　団 105.4 104.8 106.2 
瀬戸市 97.6 99.6 100.8 101.7 102.7 

H17 H18 H19 H20 H21

106.1
108.6 109.2

106.2

109.4

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

全　国 118.9 118.0 117.7 
愛知県 114.3 113.3 113.9 
類　団 110.4 109.0 109.8 
瀬戸市 106.1 108.6 109.4 109.2 106.2 

H17 H18 H19 H20 H21

No3001 営業収支比率 

98.2
99.6

101.7 102.7
100.8

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

全　国 108.1 108.5 109.1 
愛知県 104.5 105.1 105.6 
類　団 105.4 104.7 106.1 
瀬戸市 98.2 99.6 100.8 101.7 102.7 

H17 H18 H19 H20 H21

No3003 総収支比率 

No3002 経常収支比率 

100% 

以上良 

100% 

以上良

100% 

以上良
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 「給水収益に対する企業債＊利息の割合（No3009）」は、過去の起債による 3 条収

益への影響度合いを示しています。数値は年々減少傾向にあり、当初の投資額に対す

る 3 条収支への負担が少なくなってきていることがわかります。 
また、「給水収益に対する企業債償還金＊の割合（No3011）」は資本費用不足分に対

する補填能力を示します。平成 20 年度は 34.3％と高い数値を示しているが、これは、

将来の利子負担を軽減するため繰り上げ償還を行ったためです。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「料金回収率（No3013）」は、営業費用と営業収益との比率を示し、水道料金が適正

な水準にあるかを測る指標になります。 
平成 21 年度の「供給単価＊（No3014）」と「給水原価＊（No3015）」によると、供給

単価 168.1 円/m3 に対して給水原価は 171.3 円/m3 と上回っているため、料金回収率は

100％を下回っています。水道事業は独立採算制であることから、100％を上回るのが

理想的といえます。 
 
 
 
 
 
 
 

No3009 給水収益に対する 

     企業債利息の割合 

8.1 7.8 6.5 4.87.4
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類　団 6.2 6.7 5.8 
瀬戸市 8.1 7.8 7.4 6.5 4.8 

H17 H18 H19 H20 H21
良 

8.8 10.1

34.3

7.2
13.4
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全　国 23.5 23.0 37.7 
愛知県 12.2 12.2 18.8 
類　団 9.7 10.1 17.9 
瀬戸市 8.8 10.1 13.4 34.3 7.2 

H17 H18 H19 H20 H21

No3011 給水収益に対する 

     企業債償還金の割合

良

No3009 給水収益に対する企業債利息の割合(%)＝（企業債利息／給水収益）×100 

No3011 給水収益に対する企業債償還金の割合(%)＝（企業債償還金／給水収益）×100 

No3013 料金回収率(%)＝（供給単価／給水原価）×100 

No3015 給水原価(円/m3)＝｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価 

                         ＋附帯事業費）｝／有収水量 

No3014 供給単価(円/m3)＝給水収益／有収水量 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「1 ヶ月あたりの家庭用水道料金（No3016、No3017）」をみると 10m3 当りは 1,065

円と他の比較値を下回る水準にあるものの、20m3 当りでは 2,692 円と県内平均や類似

事業体を若干上回っています。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

No3013 料金回収率 

93.2

96.6
98.2 98.197.9
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全　国 98.1 98.3 98.9 
愛知県 100.1 99.8 100.3 
類　団 98.8 97.0 98.8 
瀬戸市 93.2 96.6 97.9 98.2 98.1 

H17 H18 H19 H20 H21

100% 

以上良

172.3 171.1 169.2 168.1170.1
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165.0

170.0
175.0

180.0

全　国 173.5 174.2 173.1 
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類　団 164.7 165.3 164.0 
瀬戸市 172.3 171.1 170.1 169.2 168.1 

H17 H18 H19 H20 H21

No3014 供給単価 

184.8 177.1 172.3 171.3173.7
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類　団 166.7 170.5 166.0 
瀬戸市 184.8 177.1 173.7 172.3 171.3 

H17 H18 H19 H20 H21

No3015 給水原価 

供給単価より低いで良 給水原価より高いで良 

No3017 1 ヶ月当家庭用料金

（20m3） 

No3016 1 ヶ月当家庭用料金

（10m3） 

1,065 1,065 1,065 1,0651,065
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愛知県 1,149 1,163 1,157 
類　団 1,141 1,147 1,142 
瀬戸市 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 

H17 H18 H19 H20 H21

2,692 2,692 2,692 2,6922,692
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1,000
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2,000
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H17 H18 H19 H20 H21
良 良
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 
「自己資本構成比率（No3023）」は、総資本に占める自己資本の割合を表す指標であ

り、高いほど財政状況が健全であることを示します。 
瀬戸市の自己資本構成比率は近年 80％を超えており、また年々上昇傾向にあること

から、財務については健全な状態にあります。今後も自己資金を中心とした施設整備

を実施していくことで、借入金を抑えて健全経営を維持していく必要があります。 
「企業債償還元金対減価償却比率（No3025）」は、当年度の企業債償還額が当年度減

価償却費に占める比率を示すものであり、低いほど現金として手元に残る金額が大き

くなります。 
公営企業においては、この指標値はある程度高くても問題がないとされています

が、100％を超える年度が続く場合、事業運営に問題がある可能性が高くなります。 
瀬戸市では平成 20 年度 119％と 100％を上回っていますが、これは前述のとおり繰

り上げ償還を行ったためであり、その他の年度は約 20～50％で他の比較値よりも低い

値を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No3023 自己資本構成比率 

74.2 74.7
80.9 82.177.8
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良 

No3025 企業債償還元金 

対減価償却比率 

33.5 37.2

119.0
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0
20

40
60

80
100

120
140

160

全　国 88.9 84.6 138.3 
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類　団 46.7 46.2 83.5 
瀬戸市 33.5 37.2 47.3 119.0 23.9 

H17 H18 H19 H20 H21

100% 

以下良

No3023 自己資本構成比率(%)＝｛（自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計｝×100 

No3025 企業債償還元金対減価償却比率(%) 

＝（企業債償還元金／当年度減価償却費）×100 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

２）水道文化・技術の継承と発展（No3101～No3112） 

 「水道業務経験年数度（No3106）」は、職員が平均何年水道業務に携わっているか

を示す指標になります。この指標は、水道業務の職員の習熟度と関係が深く、数値が

大きいほど業務に精通した職員が多いことになります。 
瀬戸市の水道業務経験年数度は、平成 17、18 年度は 27 年間と他の比較値を上回っ

ていましたが、平成 19 年度以降は 14 年間で推移しており、他の比較値を下回ってい

ます。 
水道業務は専門性が高く、経験によってその遂行能力にも差が出るため、今後、十

分に水道事業で経験を積んだ職員を配置するように留意する必要があります。 
 また、職員 1 人当り配水量は、水道サービス全般の効率性を示す指標であり、数値

が高いほど事業効率が良いといえます。しかし、受水団体や用水供給事業は職員数が

相対的に少なくなるため、高めになる傾向にあります。 
瀬戸市の場合も受水割合が高いため、全国平均や県内平均を上回っていますが、類

似事業体とほぼ同じ水準にあり、その傾向を示しています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No3106 水道業務経験年数度(年/人)＝全職員の水道業務経験年数／全職員数 

No3106 水道業務経験年数度 

27.0 27.0

14.0 14.014.0
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瀬戸市 27.0 27.0 14.0 14.0 14.0 

H17 H18 H19 H20 H21

良 

327,872 324,191

389,711 372,650386,026
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100,000
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全　国 303,793 308,800 318,077 
愛知県 309,136 313,182 325,470 
類　団 396,724 398,635 401,202 
瀬戸市 327,872 324,191 386,026 389,711 372,650 

H17 H18 H19 H20 H21

No3109 職員 1 人当配水量 

良

No3109 職員 1人当たり配水量(m3/人)＝年間配水量／全職員数 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

（４）環境 

１）地球温暖化防止、環境保全などの推進（No4001～No4006） 

「配水量 1m3 当りの電力消費量（No4001）」は、取水から給水栓まで 1m3 の水を配水

するまでに要した電力消費量を示します。 
この指標は、自然流下配水が多く、受水割合が高い事業体は施設数が少なくなるた

め低い傾向にあります。瀬戸市においても過去 5 年間は 0.20kWh/m3 程度で推移して

おり、他の比較値を下回る結果となっています。これは、類似事業体と比較しても大

きく下回っており、原山浄水場井戸ポンプのインバータ化等の省エネ対策を積極的に

行った結果といえます。 
また、「建設副産物のリサイクル率（No4005）」は、水道工事で発生する土、アスフ

ァルト、コンクリート等を廃棄処分せず、再利用している建設副産物の割合を示しま

す。瀬戸市では、平成 21 年度で 25.3％と他の比較値の半数にも達していないことか

ら、今後、建設副産物の再利用に取り組んでいく必要があります。 
 

 
 

No4001 配水量 1m3 当たりの電力消費量(kWh/m3)＝全施設の電力使用量／年間配水量 

No4005 建設副産物のﾘｻｲｸﾙ率(%) 

＝（ﾘｻｲｸﾙされた建設副産物量／建設副産物排出量）×100 

0.21 0.20
0.18 0.190.19

0.00
0.05

0.10
0.15

0.20
0.25

0.30
0.35

0.40

全　国 0.38 0.38 0.38 
愛知県 0.27 0.27 0.27 
類　団 0.38 0.26 0.27 
瀬戸市 0.21 0.20 0.19 0.18 0.19 

H17 H18 H19 H20 H21

No4001 配水量 1m3 当電力消費量 No4005 建設副産物のﾘｻｲｸﾙ率

30.2 27.6 29.8 25.3
34.0

0

20

40

60

80

100

全　国 63.0 55.5 63.9 
愛知県 63.0 73.8 65.4 
類　団 70.3 69.1 73.7 
瀬戸市 30.2 27.6 34.0 29.8 25.3 

H17 H18 H19 H20 H21
良 

良
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

２）健全な水循環（No4101） 

「地下水率（No4101）」は、水源利用水量に対する地下水揚水量の割合を示しており、

割合が高ければ、コストの安価な地下水を多く使用していることを示し、年間を通し

て安定した水量を確保していることになります。 
瀬戸市では、平成 21 年度で 25.4％と県内平均値とほぼ同水準ですが、全国平均値

を若干下回っている状況にあります。 
 
 

No4101 地下水率 

28.9 25.2 26.4 25.426.5

0

20

40

60

80

100

全　国 33.9 33.5 33.8 
愛知県 29.5 29.2 29.4 
類　団 88.5 87.5 77.0 
瀬戸市 28.9 25.2 26.5 26.4 25.4 

H17 H18 H19 H20 H21

良

No4101 地下水率(%)＝（地下水揚水量／水源利用水量）×100 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

（５）管理 

１）適正な実行・業務運営（No5001～No5009） 

 「料金未納率（No5006）」は、総料金収入額に対する年度末に収納されていない金

額の割合を示す指標であり、健全な水道事業の運営上、水道料金の確実な回収は重要

になります。一部の支払が滞っている市民を放置することは、大部分の期限内にお支

払いただいている市民との公平性を失することにもなります。 
瀬戸市では、平成 17 年度以降の 5 年間で未収納率は約半分になっており、良い傾

向にあることから、継続して未収納率を減らしていくことが必要になります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No5006 料金未納率(%)＝（年度末未納料金総額／総料金収入額）×100 

4.9 4.1 2.8 2.53.2

0

20

40

60

80

100

瀬戸市 4.9 4.1 3.2 2.8 2.5 

H17 H18 H19 H20 H21

良

No5006 料金未納率 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

２）適正な維持管理（No5101～No5115） 

「有収率（No3018）」及び「漏水率（No5107）」は、管路からの漏水頻度を表す指標

として用いられます。有収率は 92％を超え高い水準にあり、「ダクタイル鋳鉄管・鋼

管率（No5102）」も 80％台と非常に高いことから、漏水率が低い要因となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No3018 有収率 No5107 漏水率 

92.2 91.6 93.7 92.192.4

0

20

40

60

80

100

全　国 90.0 90.2 90.4 
愛知県 93.0 92.9 93.2 
類　団 93.9 93.4 94.1 
瀬戸市 92.2 91.6 92.4 93.7 92.1 

H17 H18 H19 H20 H21

良 

1.1 1.2 0.5 1.31.1
0

20

40

60

80

100

全　国 3.8 4.1 4.4 
愛知県 2.1 2.2 2.2 
類　団 1.6 1.7 2.0 
瀬戸市 1.1 1.2 1.1 0.5 1.3 

H17 H18 H19 H20 H21
良

80.7 81.7 81.9 82.782.0

0

20

40

60

80

100

全　国 57.5 57.0 56.1 
愛知県 50.3 50.8 46.2 
類　団 60.6 62.5 63.8 
瀬戸市 80.7 81.7 82.0 81.9 82.7 

H17 H18 H19 H20 H21

No5102 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管・鋼管率

良

No5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%) 

＝｛（ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管延長）／管路総延長｝×100 

No3018 有収率(%)＝（有収水量／給水量）×100 

No5107 漏水率(%)＝（年間漏水量／年間配水量）×100 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 
4.4 業務指標からわかる課題のまとめ 

 
 業務指標から瀬戸市においては次の課題が挙げられます。 
 
 
 1．適正な水質管理 

「残留塩素濃度」については、おいしい水の観点から適切な塩素管理を行い、安心、

安全な水の供給に努めていく必要があります。 

 2．鉛製給水管の更新 

   鉛製給水管を早期に他の材料に更新するべく、配水管の更新に合わせて計画的に布

設替えを進めていく必要があります。 

 3．経年化施設の更新 

法定耐用年数を超過した土木構造物、電気・機械設備があり、今後は管路に関して

も大幅に増加してくることが予測されることから、浄・配水施設や管路における更新

計画を策定する必要があります。 

 4．管路の耐震化 

大部分の管路は良質な地盤に埋設されていますが、病院や避難所等への重要管路や

軟弱な地盤に埋設されている管路を抽出し、優先順位をつけてそれらの耐震化計画を

策定する必要があります。 

 5．非常時への対応 

市の防災計画等と連動し、給水拠点箇所ならびに緊急貯水槽の整備状況を整理し、

必要な箇所に必要数の配置を進めるとともに、応急給水に必要となる給水車等の整備

も併せて行う必要があります。 

 6．持続的な経営基盤の確保 

現在の運営状況は特に問題ないものの、今後は料金収入の増加が望めない中で施設

更新を進めていく必要があることから、施設更新計画を踏まえて将来の適正な料金設

定を行う必要があります。 

7．人材育成と技術の継承 

水道の業務は、その特殊性から、専門的な知識を有する職員が必要となります。そ

のため、内部・外部研修への参加、他事業体との技術交流等を行うことで人材育成に

努めていく必要があります。また、新たな民間活用策についても検討していく必要が

あります。 
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４ 業務指標（ＰＩ）の算定

 

8．環境への配慮 

電力消費量は比較的少なく、環境に配慮していることが伺えるものの、建設副産物

のリサイクル率は 30%未満と低い状況であることから、今後は再利用を積極的に取り

組んでいく必要があります。 

 9．適正な運営管理の実施 

水道事業の運営状況や方針について、より積極的に PR して市民の理解を深める必

要があります。 
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５ 既存施設の機能診断

5 既存施設の機能診断 

 
5.1 機能診断の目的 

 
施設の機能診断は、竣工図、現地目視調査をもとに個別に機能診断シートを作成し、

評価を行うものです。 
診断手法については、（財）水道技術研究センター発行の「水道施設機能診断の手

引き」をもとに行い、「機能状況」「管理状況」「老朽化状況」「技術水準」の 4 項目か

ら判定します。 
 その際、次の点に留意して評価を行うことが重要になります。 
 

 現有施設がどの程度の性能を有しているか 
 その能力が十分発揮されているかどうか 
 老朽化や陳腐化が進んでいないか 
 進んでいた場合は改修によって機能を回復すべきかどうか 

 
 この結果をもとに各施設の状況を整理し、整備計画への基礎資料とします。 
 
 
5.2 調査対象施設 

 
 本ビジョンにおける機能診断対象施設は、瀬戸市において基幹施設をなす 5 つの施

設について診断を行います。 
 

1）蛇ヶ洞浄水場（表流水） 
2）原山浄水場 （地下水） 
3）馬ヶ城浄水場（表流水） 
4）上陣屋配水場（県水受水） 
5）穴田配水場 （県水受水） 
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５ 既存施設の機能診断

 
5.3 診断手法 

 
5.3.1 診断内容と作業フロー 

「水道施設機能診断の手引き」に示されている調査手順は、図 5-1に示すとおりで

あり、竣工図面、現地目視調査により診断を行います。 
なお、ここでは現況の機能診断に重点を置き、現況施設の評価まで（赤枠箇所）と

します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-1 機能診断作業フロー 

調査区分 調査手順 調査概要

系統毎の現況機能水準を指標
値で評価する。

系統を構成する個別施設毎に
現況機能を評価する。

　施設の現況機能水準を
　計量化する。

現況機能評価調査 全体機能診断

個別機能診断

機能診断結果判定

要求機能水準
を満足するか？

系統及び系統を構成する施設
で要求機能水準と現況機能に
照らして、その乖離度合いを
検討し、機能改善の余地を評
価する。
要求機能を満足する場合は、
このステップで機能診断評価
調査を終了する。

　現況機能評価調査結果
　及び計量化ができにく
　い機能要素も考慮し、
　総合的に機能改善の必
　要性を判断する。

機能満足度調査

機　

能　

診　

断

　機能改善の必要な系統あるい
　は施設について、改善方針を
　決定する。

機能の改善対象、改善の必要
性、改善目標、改善効果等を
設定する。

改善の有効性、条件適合性、
事業合理性を検討して、改善
手段を選定する。

機能改善目標設定

機能改善手法選定

Ｎｏ

（機能改善計画の作成）

（機能改善事業の実施）
終　了

改善構想策定調査

Ｙｅｓ
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５ 既存施設の機能診断

 
5.3.2 個別機能診断 

 個別診断は図 5-2に示すシートを用いて施設ごとの診断を行い、図 5-3のようなグ

ラフを用いて評価を行います。 
 

対象施設 ： 着水井 様式－２

対象設備 ： 躯体,除塵設備,量水装置,付帯配管等

施 設 名 ：

機能分類 設　　問 　評価区分 判定点 平均値 記事
浄水機能
の状況

1 流入する原水の水位の動揺を安定させることができる
か,また,複数水源からの流入や洗浄排水の返送がある
場合,均等混合できるか?

2.問題はない
1.十分ではないが概ね良好
0.問題点が多い

2

2 越流管,越流堰等により水位,水量の急変に対応できる
か?

2.対応できる
1.十分ではないが概ね対応できる
0.問題点が多い

2

3 原水の水量を正確に計量できるか? 2.正確に計量できる
1.多少精度に問題がある
0.計量できない

2

4 計画水量の流入と流出ができるか,また薬品添加して
いる場合に混和等の問題はないか?

2.問題はない
1.十分ではないが概ね良好
0.問題点が多い

2

5 構造や容量,バルブ,付帯配管等に問題なく,後段の浄
水施設に支障なく原水を供給できるか?

2.問題はない
1.十分ではないが概ね良好
0.問題点が多い

2

100
管理の状
況

1 ２池以上を有するか,又はバイパス管等により付帯設備
の修理,清掃等の作業に問題ないか?

2.問題はない
1.十分ではないが概ね良好
0.問題点が多い

0 1池構造である。

2 水位,流量,水質の日常点検は実施しているか? 2.規定通り実施している
1.間引きしながら実施している
0.殆ど実施していない

2

3 池内の土砂堆積が問題になることはないか? 2.問題はない
1.十分ではないが概ね良好
0.問題点が多い

1

4 日常の維持管理のため,また労働安全対策,防犯対策,
非常時対策等に必要なマニュアル,用具,施設が整備さ
れ実践しているか?

2.整備され実施している
1.十分ではないが整備されている
0.殆ど整備されていない

2

5 各種機械装置･弁類等の動作確認,劣化部の補修,塗装
等の保全は定期的に実施しているか?

2.規定通り実施している
1.間引きしながら実施している
0.殆ど実施していない

2

6 電気･計装設備等は定期点検･整備を実施しているか? 2.規定通り実施している
1.不具合発生時に実施している
0.殆ど実施していない

2

7 維持管理に多くの労力,危険,煩雑さを伴うことはない
か?

2.問題はない
1.十分ではないが概ね良好
0.問題点が多い

1

71
老朽化の
状況

1 躯体(土木･建築構造物)は老朽化が目立っていない
か?

2.外観,機能共問題ない
1.一部,老朽化部分がある
0.全体的に老朽化が激しい

2

2 機械設備は老朽化が目立っていないか? 2.外観,機能共問題ない
1.一部,老朽化部分がある
0.全体的に老朽化が激しい

2

3 電気･計装設備は老朽化が目立っていないか? 2.外観,機能共問題ない
1.一部,老朽化部分がある
0.全体的に老朽化が激しい

1
電動弁が老朽化して
いる。

4 機器の故障履歴は?
(主要設備において重要な部品の交換が必要となった
場合の故障を指す)

2.過去10年から故障履歴なし
1.過去10年から１～２回程度
0.過去10年から３回以上

1

75
技術水準
の状況

1 非常時の対策は万全か?
(停電時の電力供給,設備の二重化,予備力の有無,他
系統からのバックアップ等の可能性)

2.予備施設等で十分対応可能
1.能力の一部が対応可能
0.対応が困難である

2

2 最近の技術水準に照らして自動化,省エネ化,効率化の
現状程度は?

2.良
1.中
0.低

1

3 藻類異常発生等の浄水障害,オーバーフロー等の事故
の発生履歴は?

2.特になし
1.数年に１回,不定期に発生
0.毎年,定期的に発生する

2

83

施設評価 71

備考：〔平均値＝平均判定点／２×100〕,〔施設評価＝各機能分類の平均値の中の最低点〕

着水井

 

図 5-2 個別機能診断シート 
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５ 既存施設の機能診断

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-3 評価内容 

 
注） 各項目の評価点が著しく低くなるものがあるが、水道施設は重要なライフラインであるため、少しでも異

常があった場合には低い評価点を付け、「補修や更新が必要」ということを認識させるためであり、仮に 0
点となっていても、すぐに施設が壊れて断水が発生するものではない。 

例えば、老朽化状況において、「漏水が発生している」「機械・電気設備が法定耐用年数を超過している」

「機器の故障が多い」等、どれか 1 つが該当する場合には 0 点になります。 

 
 
5.4 機能診断結果 

 
個別機能診断における結果をもとに、評価点の低い系統及び施設を抽出し、機能低

下の原因及び改善必要度を算定し、それを施設整備計画における基礎資料とします。 
なお、ここでは瀬戸市水道事業における基幹施設である「蛇ヶ洞浄水場」「原山浄

水場」「馬ヶ城浄水場」「上陣屋配水場」「穴田配水場」についての結果ならびに考察

を示します。 
 

0

20

40

60

80

100

機能
状況

管理
状況

老朽化
状況

技術
水準

取水施設、浄水施設、配水施設等において、個々

の施設が「十分な機能を有しているか」「効率的な

運用が行われているか」等を診断・評価します。 

日常の維持管理における「管理の容易性」「管理

状況」等から診断・評価します。 

躯体（土木・建築構造物）ならびに機械・電気設

備において、「老朽化しているか」「機器の故障履歴

があるか」等から診断・評価します。 
※）老朽化とは・・・ 

竣工後からの経過年数、コンクリートの性状

（中性化、表面の剥がれ等）から判断するもの

で、「耐震化」とは意味合いが異なります。 

現況の施設において、「非常時の対策」「 近の技

術水準と比べた自動化や省エネ化等の状況」「障害

発生履歴」等から診断・評価します。 
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５ 既存施設の機能診断

 
1）蛇ヶ洞浄水場 

  

    

  

 
 
 
 
 
 

▲ 着水井 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 薬品沈澱池＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 急速ろ過池＊ 
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５ 既存施設の機能診断

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 配水池 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

▲ 天日乾燥床 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 土木施設は概ね問題はないものの、薬品沈澱池において機能低下が生じています。 

 急速ろ過池において、池内壁にクラックが確認でき、エフロレッセンス＊も発生しています。

また、室内の配管がかなり発錆しており、壁貫通部においては漏水が確認できます。 

 次亜塩素注入設備の機能低下が生じています。 

 電気設備において、自家発電設備における老朽化が進んでいます。 
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５ 既存施設の機能診断

 
2）原山浄水場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 管理棟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 沈降槽・充填曝気塔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 配水ポンプ設備 
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５ 既存施設の機能診断

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                 ▲ 電気室(室内) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 次亜塩素注入設備において、機能面や管理状況の低下ならびに老朽化が進んでいます。 

 エアレーション設備＊は内部の充填材に汚れが目立ちます。 

 電気設備において、高圧受変電設備や動力制御設備の老朽化が進んでいます。 
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５ 既存施設の機能診断

 
3）馬ヶ城浄水場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 緩速ろ過池 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ▲ 管理本館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施設全体の老朽化が進んでいます。 
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５ 既存施設の機能診断

 
4）上陣屋配水場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 配水池（1号池） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ▲ 配水池（3号池） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 土木施設は概ね問題はありません。 

 電気設備において、動力制御設備や計装設備の老朽化が進んでいます。 
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５ 既存施設の機能診断

 
5）穴田配水場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ ポンプ管理棟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ 配水池（クラック発生箇所） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

▲ 自家発電設備棟 

 
 

 次亜塩素注入設備の老朽化が進んでいます。 

 土木構造物（配水池）について、ピラスター部にクラックが多く見られます。 

 計装設備の老朽化が進んでいます。 
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５ 既存施設の機能診断

 
5.5 施設評価 

 
 施設機能診断において、施設ごとで問題となる点は以下に示すとおりです。 
 
 

1）蛇ヶ洞浄水場 

・土木施設は概ね問題はないものの、薬品沈澱池や急速ろ過池において、クラックな

らびにエフロレッセンスが見られることから、補修等の対策が必要です。 

・次亜塩素注入設備の機能低下が懸念されます。 

・電気設備においては、自家発電設備における老朽化が進んでおり、法定耐用年数等

を確認しつつ適切な時期での更新が必要です。 

2）原山浄水場 

・次亜塩素注入設備において、機能面や管理状況の低下ならびに老朽化が進んでいる

ことから、早期の更新が必要です。 

・エアレーション設備は内部の充填材に汚れが目立つので、充填材の清掃等の対策が

必要です。 

・電気設備において、高圧受変電設備や動力制御設備の老朽化が進んでいることから、

早期の更新が必要です。 

3）馬ヶ城浄水場 

・全体的に施設の老朽化が進んでいることから、早期の更新が必要です。 

4）上陣屋配水場 

・土木施設は概ね問題はありません。 

・電気設備において、動力制御設備ならびに計装設備の老朽化が進んでいることから、

早期の更新が必要です。 

5）穴田配水場 

・次亜塩素注入設備の老朽化が進んでいることから、早期の更新が必要です。 

・配水池等の土木施設は、クラックが見られることから、補修等の対策が必要です。 

・計装設備の老朽化が進んでいることから、早期の更新が必要です。 
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６ 水需要予測

6 水需要予測 

 
6.1 行政人口、給水人口の動向 

 
 瀬戸市の普及率は平成 21 年度末で 99.7%となっており、市民のほぼ全てが水道水

を利用している状況にあります。 
 平成 12 年度以降の行政人口、給水人口は横這いから微増で推移していましたが、

平成 18～21 年度で増加傾向に転じています。これは、市北西部において宅地開発が

行われたことが理由として挙げられます。 

120,000

122,000

124,000

126,000

128,000

130,000

132,000

134,000

136,000

138,000

140,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

行
政

人
口

，
給
水

人
口

（
人

）

行政人口実績値

給水人口実績値

 

図 6-1 行政人口、給水人口の推移 

 
6.2 行政人口の見通し 

 
 瀬戸市の行政人口は、宅地開発による影響で近年増加傾向にありましたが、平成 21
年度をピークに減少していく推計結果となりました。 
 将来推計人口は、コーホート変化率法＊の推計結果を採用し、目標年度の平成 32 年

度には 128,880 人まで減少すると予測されます。 
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図 6-2 行政人口の見通し 

 
6.3 給水人口の見通し 

 
 給水人口の動態は、普及率が高いため行政人口とほぼ同様であり、将来的にも行政

人口が減少に転ずることに伴い、給水人口も減少に転じていくことになります。 
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図 6-3 給水人口の見通し 
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６ 水需要予測

 
6.4 給水量の動向 

 
平成 21 年度の一日平均有収水量ならびに一日平均給水量の実績は、37,613m3/日、

40,837m3/日となり、この 10 年間で横這いから減少に転じています。 
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図 6-4 一日平均配水量、一日 大配水量、負荷率の推移 

 
6.5 給水量の見通し 

 
 全国的に将来の給水量は、給水人口が減少に転じる傾向にあること、近年の社会情

勢から、市民の節水意識の向上や節水機器の普及等が広がっていることから、使用量

の増加が望めないため、今後も緩やかに減少していくことが予測されます。 
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図 6-5 給水量の見通し 

 
6.6 水需要における課題 

 
 水需要予測結果を以下に示します。 

表 6-1 水需要予測 

 
平成 21年度実績 平成 32年度推計 

行政人口 （人） 133,656 128,880 

給水人口 （人） 133,230 128,500 

有収水量 （m3/日） 37,613 35,311 

一日平均給水量 （m3/日） 40,837 37,170 

一人一日平均給水量 （ /人/日） 307 289 

一日 大給水量 （m3/日） 47,504 44,250 

一人一日 大給水量 （ /人/日） 357 344 

有収率 （％） 92.1 95.0 

有効率 （％） 97.5 98.0 

負荷率 （％） 86.0 84.0 

 

・給水人口、給水量ともに減少していくため、水道料金収入の減少が懸念されます。 
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７ 現状分析と課題の抽出

7 現状分析と課題の抽出 

 
 前章までに行った現状分析結果をもとに、次の 4項目に関する課題を抽出しました。 

① 安全で安心な水が供給されているか 

② いつでも使えるように供給されているか 

③ 将来も変わらず安定した事業運営ができるようになっているか 

④ 環境への影響を低減しているか 

 

 
 水質の向上 

 水質基準を満たしており問題はないものの、「おいしい水」の観点から塩素注入量等を

改善する必要があります。 

 自己水源の扱い 

 安定的な水量及び水質の確保に不安のある水源については、将来的なコスト面まで検

討し、適正な浄水処理設備の導入、若しくは県水受水への切替え等の検討を進めてい

く必要があります。 

 鉛給水管の更新 

 毎年減少はしているものの、まだ残存している給水管が多いことから、配水管の布設

替えを行う際には積極的に更新を進めていく必要があります。 

 
 
 配水区域の見直し 

 蛇ヶ洞配水区では、天候等により蛇ヶ洞ダムから取水できない場合には、穴田配水場

から送水ポンプで県水を蛇ヶ洞浄水場へ補水し、山口地区まで配水を行っています。

また、現在新規供給点の築造を進めており、これを運用することにより上陣屋配水区

を分割することが可能となるため、配水場の統廃合や配水区の見直しを行い、 適な

配水系統を構築する必要があります。 

経年化施設の更新 

 現在では法定耐用年数を超過する施設は馬ヶ城浄水場のみですが、今後は施設の多く

が耐用年数を迎えることから、計画的に経年化施設の更新を進めていく必要がありま

す。また、ポンプ場等についても耐震対策を進めていく必要があります。 

 管路の耐震化 

 緊急時用連絡管である市内ループ連絡配水管は耐震化されていますが、大部分の管路

は良質な地盤であることからダクタイル鋳鉄管を使用してきました。今後とも、主要

な管路や軟弱地盤にある管路については更新計画を策定し、順次実施していく必要が

あります。 

安安全全でで安安心心なな水水がが供供給給さされれてていいるるかか

いいつつででもも使使ええるるよよううにに供供給給さされれてていいるるかか（（11））
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７ 現状分析と課題の抽出

 

 

 応急給水・応急復旧体制 

 非常時に給水の拠点となる「給水拠点」の再考ならびに、飲料水兼用貯水槽を設置す

るとともに、避難所や病院等へ運搬するための給水車を備えておく必要があります。 

 災害時の応急給水、応急復旧ならびに近隣事業体との応援協定を充実させ、さらには

民間との協定も結んでいく必要があります。 

 
 
 
 給水収益の減少 

 これまでの大口需要者が地下水に切替える影響や節水意識の向上により、将来の水需

要は減少していくものと考えられ、それに伴う給水収益の減少が懸念されます。 

 給水収益を確保するための料金体系の見直しや、サービス等の向上に関して検討を行

う必要があります。 

 財源の確保 

 施設更新や維持管理のための財源を確保し、持続的な経営を行っていくためにも、料

金のあり方、将来的な補填財源の確保、補助金や企業債の効果的な活用方法等を検討

していく必要があります。 

 遊休資産が多くあることから、それらを整理していく必要があります。 

 人材育成・技術の継承 

 水道事業は専門的な知識を必要とすることから、内部・外部研修への参加や、他事業

体との技術交流等により、人材育成に努めていくとともに、施工マニュアル等を整理

し、次世代への技術継承を図っていく必要があります。 

 適正な運営管理の実施 

 水道事業の運営状況や方針について、ホームページや広報等により積極的に PR を行

うことで、水道に対する市民の理解を深めていく必要があります。 

 水道モニター制度の導入や意識調査を行い、市民ニーズの把握に努めていく必要があ

ります。 

 
 
 環境負荷の低減 

 省エネ型機器の導入やエネルギー等の使用削減を進めていく必要があります。 

 建設副産物の再利用を進める必要があります。 

 

将将来来もも変変わわららずず安安定定ししたた事事業業運運営営がが出出来来るるよよううににななっってていいるるかか  

環環境境へへのの影影響響をを低低減減ししてていいるるかか

いいつつででもも使使ええるるよよううにに供供給給さされれてていいるるかか（（22））
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８ 将来像の設定

8 将来像の設定 

 
 これまでに抽出した課題の解決を図り、将来にわたって持続可能な水道事業を展開

していくための将来像を次のように設定します。 
 なお、本ビジョンの計画期間は平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間とし、

必要に応じて見直しを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全で安心して飲める水の供給 

信頼性の高いライフラインの構築 

満足度の高い水道サービスの提供と 

効率的な事業運営の実現 

環境に配慮した事業の構築 

【 基本方針 】

安全で安価な水を安定して利用できる 

快適な市民生活を目指して 

【 基本理念 】
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９ 実現方策の検討

9 実現方策の検討 

 
9.1 安全で安心して飲める水の供給 

 
市民が安心して利用できる水を供給するため、瀬戸市が作成している水質検査計画

に基づき、水の安全性の確認と水質管理の強化を行うことで、安全で安心な水の供給

に努めます。 
また、平成 20 年 5 月に厚生労働省から「水安全計画策定ガイドライン」が公表さ

れ、「水安全計画」の策定が望まれています。これは、「水道水を安定的に供給してい

くために、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現する」ものであり、これを

有効活用し、これまで以上に安心できる水道水を市民に利用していただけるよう努め

ていきます。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1．日常の水質管理強化 

2．自己水源の扱い 

3．水安全計画の策定 

4．鉛製給水管の更新 

「「安安全全でで安安心心ししてて飲飲めめるる水水のの供供給給」」実実現現方方策策  
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９ 実現方策の検討

 
実現方策１ 日常の水質管理強化 

 
 水道事業における水質管理は、市民の健康を維持する上でも重要なことであり、定

期的な水質検査が義務付けられています。 
 さらに、水道法施行規則では水質検査の適正化や透明性を図るため、「毎年度の事

業開始前に水質検査計画の策定を行うこと」と規定されています。 
 その中でも、残留塩素濃度の管理は、安全でおいしい水の実現のためにも必要不可

欠な項目であり、適切な薬品注入量の管理を図ることで安全でおいしい水の供給に努

めます。 
 さらに、水質の管理面からも直結給水方式はメリットも多く、3 階直結給水の導入

を検討していきます。 
また、貯水槽水道（ビル、マンション等に設置されている受水槽の総称）等の管理

も保健所と連携して、指導を行っていきます。 
水道関係者以外の第三者が水道施設敷地内に侵入することは、人為的な水質汚染

等、水道水が危険に直面していることになります。 
今後とも、安全な水道水を安定供給していくための対策として、主要な水道施設に

は監視装置を設置する等、セキュリティの充実を図っていきます。 
 さらに、水道水は蛇口に届くまでに浄水・消毒が行われ、その際に多くの薬品が使

用されています。薬品は長期間保有していると劣化し品質が低下するため、各水道施

設で使用する薬品の適切な管理を行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 適切な薬品注入量の管理を行います。 

 3 階直結給水の導入を行います。 

 貯水槽水道等の管理・指導を行います。 

 主要な施設におけるセキュリティを確保します。 

 適切な薬品の保管ならびに管理を行います。 
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９ 実現方策の検討

実現方策２ 自己水源の扱い 

 
 市内には自己水を処理する浄水場として、蛇ヶ洞浄水場、原山浄水場、馬ヶ城浄水

場の 3 施設を運用しており、以下に各浄水場の現況を示します。 
 
＜蛇ヶ洞浄水場の現況＞ 

 蛇ヶ洞浄水場では、過去には渇水により取水が制限されたものの、近年の取水量は

安定しているが、年間を通じて一般細菌、大腸菌、色度＊ならびに濁度の値が高く、

生活雑廃水等による汚染や、植物の落葉等の堆積物による水質汚濁が続いています。

そのため、配水量に対する薬品費は他の浄水場と比べ高く、しかも近年は増加傾向に

あります。また、大規模な水源保全事業が行われる予定もないことから、今後もこの

状況が継続するものと考えられるため、貯水池の富栄養化が懸念されます。 
 このような状況から、将来にわたって浄水処理を続けていくためには、現在の処理

工程に加え、異臭味除去を目的としたオゾン処理等の高度処理設備の導入が必要と考

えられます。 
 
＜原山浄水場の現況＞ 

 原山浄水場の水源はいずれも深井戸であり、硝酸性・亜硝酸性窒素は他の水源と比

べると高く、pH は水質基準値より低い値を示しています。また、微量ながら地質特

有の鉄分やマンガンも含まれていることから、新たな浄水処理方法の導入が必要とな

ります。 
井戸ポンプや消石灰注入設備等の浄水設備ならびに、ポンプ圧送による電力費につ

いては、馬ヶ城浄水場の約 34 倍、蛇ヶ洞浄水場の 2 倍以上の電力費が掛かっていま

す。しかも、原山浄水場からの配水量は、馬ヶ城浄水場とほぼ同量、蛇ヶ洞浄水場の

半分以下ということを考えると、他の施設と比べても効率の悪い施設となっていま

す。さらに、必要配水量に対する配水池容量が確保されていないことからも、課題を

抱えている施設といえます。 
 このような状況から、将来にわたって浄水処理を続けていくためには、現在の処理

工程に加え、除鉄・除マンガンを目的とした急速ろ過装置の導入や、亜硝酸態窒素除

去を目的とした電気透析等の設備導入が必要と考えられます。 
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９ 実現方策の検討

＜馬ヶ城浄水場の現況＞ 

馬ヶ城浄水場は、瀬戸市水道事業の創設（昭和 8 年竣工）以来、安定した運用を行

っています。 
 本浄水場の水源は赤津川等の表流水を水源としており、水質も比較的良好であるこ

とから、少ない薬品や電力量で運転・浄化できる緩速ろ過＊方式を採用しています。 
しかしながら、他の配水池と比べ標高が低い位置にあることから、配水区域は比較

的狭く、施設能力の半分程度しか配水していない状況にあります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 蛇ヶ洞浄水場 

浄水処理対策として、設備更新や高度処理設備等を築造する際に、自己水を処理

する時の給水単価が、県水を受水した時の給水単価を長期的に上回る場合には、浄

水機能を停止し穴田配水場より全量を受水（配水池機能への転換）する等、効率的

な運用に努めます。 

 原山浄水場 

浄水処理対策として、設備更新、急速ろ過設備や電気透析設備を築造する際に、

自己水を処理する時の給水単価が、県水を受水した時の給水単価を長期的に上回る

場合には、浄水機能を停止し南山口配水場から配水を行う等、効率的な運用に努め

ます。 

 馬ヶ城浄水場 

良好な水源を維持できていることから、緩速ろ過方式による浄水施設を今後も運

用していきます。また、浄水能力に余裕があることから、効率的な施設利用に努め

ます。 
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９ 実現方策の検討

実現方策３ 水安全計画の策定 

 
平成 20 年 5 月に厚生労働省から『水安全計画策定ガイドライン』が公表され、「水

安全計画」の策定が望まれています。 
これは、「おいしく飲める水道水を安定的に供給していくために、水源から給水栓

に至る統合的な水質管理を実現する」ものであり、これを有効活用し、これまで以上 
に安心できる水を市民に利用して頂くよう努めていきます。 

 

 

図 9-1 水安全計画の位置づけ（出典：厚生労働省ＨＰ） 

 
 ＜水安全計画策定による効果＞ 

1） リスクの軽減による安全性の向上 

2） 管理方法や優先順位の明確化による維持管理の向上・効率化 

3） 水源から給配水までの技術的事柄の文書化による技術の継承 

4） 需要者への安全性に関する説明責任 

5） 水道システム全体の一元管理 

6） 各種関係者の連携強化 

 
 
 
 
 
 

 水源から蛇口に至る統合的な水質管理を行うため、各段階での危害要因の分析、監

視強化等のシステムを構築します。 

 安心して蛇口から直接飲むことのできる水の供給を行うため、施設の維持管理に努

めます。 

 水源の保全に努めます。 

（需要者） 
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９ 実現方策の検討

 
実現方策４ 鉛製給水管の更新 

 
給水管に使用されている材質として、近年はポリエチレン管が多く使用されていま

すが、可とう性や柔軟性の特長等の理由から、鉛製給水管が多く使用された時期があ

りました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 鉛管からの鉛溶出は、管内での水の滞留時間が長いほど、水温が高いほど、鉛管の

長さが長くなるほど、溶出量が多くなる傾向があります。特に、長期間水道を使用し

なかった場合には、微量ですが鉛が溶け出すことがあります。 
そのため、水道水中の鉛問題に対して厚生労働省は、鉛濃度の低減化を推進するた

め、平成 14 年（施行は平成 15 年）の水質基準改定において、0.01mg/ 以下に再度

強化されました。 
このような背景から、業務指標の「1117 鉛製給水管率（％）」を皆無とすることを

目標としており、第 5 次瀬戸市総合計画では鉛製給水管の更新目標値を定め、配水管

の布設替工事を行う際に、逐次ポリエチレン管もしくは硬質塩化ビニル管への更新を

行っていますが、使用者が管理する宅地内の給水管については、更新されていないの

が現状です。 
 
 
 

出典：厚生労働省ホームページ 

▲ 鉛給水管布設位置（例） 

 鉛製給水管については、配水管布設替工事ならびに他事業等の工事に合わせて、積

極的な更新に努めます。 

 宅内における鉛製給水管の更新を進めるために、広報やホームページ等を利用した

啓発活動にも努めます。 
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９ 実現方策の検討

 
9.2 信頼性の高いライフラインの構築 

 
平成 23 年 3 月 11 日には東北地方太平洋沖地震が発生する等、近年は大規模地震が

頻発し、各地で甚大な被害を受けています。東海地方においても東海地震や東南海地

震の発生が、高い確率で予想されています。 
将来にわたって大地震等の災害に対しても安定した給水が可能となるよう、災害に

強い水道施設の構築を目指し、ライフラインの信頼性向上に努めます。 
また、災害時における被害の軽減や給水の早期復旧という観点からも、災害対策に

は着実に取り組んでいきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1．配水区域の見直し 

2．経年化施設の更新 

3．主要管路の耐震化 

4．応急給水・応急復旧体制の整備 

5．危機行動マニュアルの整備と対応訓練 

「「信信頼頼性性のの高高いいラライイフフラライインンのの構構築築」」実実現現方方策策  
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９ 実現方策の検討

実現方策１ 配水区域の見直し 

 
 蛇ヶ洞浄水場については、水源により取水が制限される状況となった場合、新たな

浄水設備の築造等により給水単価が県水よりも上回る場合には、穴田配水場より県水

を受水する、配水池機能への転換を含めた検討を行います。また、上陣屋配水区につ

いては、瀬戸菱野配水場を運用することに伴い、配水区域を分割することが可能とな

ることから、他の配水施設の有効活用を検討するとともに、浄・配水場施設の統廃合

に努め、地形等を考慮し、合理的で効率的な配水区域の見直しを行います。 

 

 将来の施設計画を踏まえ、 適な配水区域の設定を行います。 

現在の水の流れ 

将来の水の流れ 

送水 

配水 

将来の水源別配水区域図（案）
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９ 実現方策の検討

 
実現方策２ 経年化施設の更新 

 
 現在、法定耐用年数を超過している施設は馬ヶ城浄水場のみであり、ろ過池等に劣

化が確認できます。今後は、原山浄水場（竣工：昭和 32～33 年度）と蛇ヶ洞浄水場

（竣工：昭和 47～49 年度）が耐用年数を迎えることから、施設の状況を確認しつつ、

適切な時期に計画的に更新を進めていきます。 
 また、耐震調査の結果、対策が必要なポンプ場等についても、計画的に更新を進め

ていきます。 
 
 
 
 
 
 
実現方策３ 主要管路の耐震化 

 
 配水管は、配水池から各家庭の蛇口まで、適正な水質の水道水を安定的に供給する

ものです。 
 現在布設されている配水管は、耐震管と言われる離脱防止機能付き継手での布設が

少なく、管路の耐震化率の指標は低い状況にありますが、瀬戸市は良質な地盤にあり、

ダクタイル鋳鉄管の比率が高く、地震へも十分対応できると考えられることから、破

損等による漏水事故の発生する可能性は低いと判断できます。 
しかしながら、東北地方太平洋沖地震による「未曾有の国難」と言える大災害に見

舞われ、改めて自然災害への対応を強化しなければならないと実感するとともに、重

要なライフラインである水道施設を、地震等の災害から被害を 小限に抑えるため、

避難施設・医療施設や給水拠点への連絡管、ならびに水管橋を含めた主要な管路の耐

震化を優先的に行う等、老朽化・耐震化を踏まえた管路の更新計画を立案し、実施し

ていきます。 
 
 
 
 
 

 管路の更新計画を策定し、効率的な耐震化を進めます。 

 主要な管路・水管橋の状況調査を実施し、計画的な更新を行います。 

 現況施設の劣化状況を把握します。 

 施設の更新計画を策定し、それに基づき更新を進めます。 

 耐震化対策が必要な施設については、計画的に更新を行います。 

9-9



 

9-10 
 

９ 実現方策の検討

 
実現方策４ 応急給水・応急復旧体制の整備 

 
社会生活を営むうえで水道は必要不可欠なライフラインの一つであり、災害や事故

による断水等が市民に与える影響は極めて深刻なものとなります。 
水道における災害・事故は、地震、風水害、渇水等の自然災害や水質事故、火災、

水道管破裂事故、テロ等、その発生原因や被害規模は様々であり、それらへの対策を

立て被害の影響を 小限に抑えることが必要です。そのため、応急給水体制としての

必要 低限の整備をしていますが、今後さらに充実を図っていきます。 
また、市民に対しては、非常時に必要な 小限の飲料水を備蓄していただくよう、

ホームページ等を利用して情報発信を行います。 
災害に対する予防対策としては、想定される災害や事故の発生確率等を勘案し、耐

震化や保安設備の整備等により、施設の安全性を高めることが必要です。そのため、

水源間や配水系統間の相互連絡や近隣事業体間との連絡管の整備、自家発電設備の整

備ならびに給水拠点の確保（緊急遮断弁＊・飲料水兼用緊急貯水槽の整備）等を充実

させることで、安全性を高めていきます。 
 応急対策は、予防対策の進捗状況や被害規模等で復旧期間が異なるため、その都度

対策計画を見直していきます。 
 
 
 
 
 
実現方策５ 危機行動マニュアルの整備と対応訓練 

 
 災害や事故への対応は、発生頻度が少なく突発的に発生することから、対策計画や

マニュアルを整備・充実し、それを運用できるように定期的な訓練を実施します。 
 また、災害時には国、県、近隣事業体ならびに指定水道工事店や資材調達業者との

協力が不可欠であるため、これらの関係機関や各業者との連携を図っていきます。 
 
 
 
 

 応急給水栓や給水体制の整備を行います。 

 飲料水兼用緊急貯水槽の整備を検討します。 

 具体的な行動マニュアルの整備を行います。 

 災害による事故想定訓練の定例実施に努めます。 

 指定水道工事店や資材調達事業者との連携を強化します。 

 近隣事業体や国県等との連携を図ります。 

9-10



 

9-11 
 

９ 実現方策の検討

 
9.3 満足度の高い水道サービスの提供と効率的な事業運営の実現 

 
これまで増加し続けていた人口が、将来減少に転じることが予想されています。給

水人口の減少は、給水収益の減収に直結することから、厳しい経営状況に転じる可能

性もあります。 
また、水道事業が「建設」から「維持管理」の時代へと移っていき、施設・管路に

おいては、老朽化による補修・更新、耐震化による補強・更新等といった事業がすで

に増加しています。本来行うべき更新を怠ると、事故の多発や補修・復旧費用の増大

等、将来の安定給水と事業経営に支障を来すことになります。 
このような背景のなか、浄・配水場施設の更新、管路の耐震化等、多くの事業を進

めていかなければなりません。そのため、適切な時期に適切な事業が実施できるよう

「経営基盤の強化」を図るとともに、施設の統廃合や管路更新を踏まえた「施設の高

水準化」、人材育成等を踏まえた「運営体制の強化」を進めていきます。 
水道事業を取り巻く社会情勢や市民のライフスタイル等の変化により、水道事業に

対する市民のニーズも多様化してきています。そのため市民ニーズを把握し、より親

しまれる水道事業を目指します。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1．業務の効率化による経費の削減 

2．職員の研修や意識改革等による人材の強化 

3．財政計画の策定 

4. 遊休資産の整理 

5．参加型広報活動や情報公開の推進 

6．市民ニーズの把握 

「「満満足足度度のの高高いい水水道道ササーービビススのの提提供供とと効効率率的的なな事事業業運運営営」」実実現現方方策策  
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９ 実現方策の検討

 
実現方策１ 業務の効率化による経費の削減 

 
水道事業に係る費用は、水道利用者の水道料金で運営していることから、無駄を省

いた効率的で健全な経営を行う必要があります。 
 現在は、職員数の抑制により職員一人当たりの生産性は高く、給水収益に対する職

員給与費の割合も、全国平均よりも小さくなっています。 
しかしながら、今後もコスト縮減の影響から更なる人員の削減も想定される中で、

より効率的に業務を進めていくため、給水台帳や固定資産台帳等の各台帳システムと

マッピングシステムとの連動や、現行の水道料金システムの更新等、より効率的なシ

ステムの構築を図ります。 
また、近年水道事業を取り巻く動きとして、第三者委託、PFI 事業や指定管理者制

度等の導入による、公的サービス供給方法の多様化や規制緩和の急速な進展等が見受

けられることから、その時々に応じた も適切で効率的な経営手法について、検討し

ていきます。 
 
 
 
 
 
実現方策２ 職員の研修や意識改革等による人材の強化 

 
団塊の世代の退職等に伴い熟練した水道技術者が減少するなかで、長年水道事業に

携わってきた熟練技術者からの技術継承や、新しい技術の習得による職員の資質を向

上させていくことは、水道事業を持続していくための大きな課題です。 
 近年では、水道事業に携わる職員数が少なく、水道業務の経験年数についても短い

傾向にあり、事業体としての技術の蓄積が継続していない状況にあります。 
なお、職員が外部研修及び内部研修に参加している時間は短く、人材の育成におい

ても進んでいない状況にあります。 
今後は、技術力の高い職員を確保するとともに人材の育成に努め、世代バランスの

取れた組織を構築することで技術の継承を図ります。 
 
 
 
 

 浄水場等運転管理業務の改善を図ります。 

 情報管理システムの更新や統合の検討を行います。 

 新たな民間活用策を検討します。 

 業務実施にかかる根拠法令等の知識の共有に努めます。 

 専門技術に関するスキルの向上を図ります。 

 新たな民間活用策を検討します。 
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９ 実現方策の検討

 
実現方策３ 財政計画の策定 

 
 将来的にも健全な経営を維持していくために、水道料金収入の減少を考慮した中長

期的な財政計画を策定し、別途に策定する整備計画等との整合を取りつつ、事業運営

資金の確保に努めるとともに、必要に応じて適宜見直していきます。 
また、企業債等の借入金の償還計画にも留意し、健全経営を維持するよう努めます。 

 
 
 
 
 
 
実現方策４ 遊休資産の整理 

 
 水道用地として市が保有している土地資産は多くありますが、旧赤津浄水場や旧白

岩浄水場用地等、現在では有効利用されていない資産があります。 
 これらの資産（用地）については、今後も利用する計画が無いことから、早期に整

理を行うことで財産の適切な管理を行い、経費の削減を図ります。 
 
 
 
 
 
 

 施設や管路の更新計画を踏まえた財政計画を策定し、計画的な運用に努めます。 

 立案した財政計画をもとに、必要に応じて料金改定の見直しを検討します。 

 遊休資産の整理等により、財産の適切な管理に努めます。 
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９ 実現方策の検討

 
実現方策５ 参加型広報活動や情報公開の推進 

 
水道法の一部改正により、水道の安全性等、市民への水道事業に関する情報提供が

水道事業者の責務として位置づけられました。 
現在、ホームページや広報への掲載等により水質検査計画・検査結果や、決算状況

等に関する情報を提供しています。 
今後は、必要 低限の飲料水の備蓄や危機管理に関する情報等、市民が知りたい水

道情報を積極的に提供するとともに、わかりやすい情報を提供することで、市民の水

道事業に対する理解を深めるとともに、市民から信頼される事業運営に努めます。 
また、出前授業や体験学習等を実施することで、より市民に親しまれる事業運営を

目指すとともに、水道事業を理解していただくよう努めます。 
 
 
 
 
 
 
実現方策６ 市民ニーズの把握 

 
 市民ニーズを把握する上で、市民との相互理解のための情報交換が必要であり、水

道事業全般にわたる情報の共有が求められています。 
そのため、モニター制度の導入や意識調査の実施を検討していきます。 

 
 
 
 
 
 
 

 水道事業の運営状況や将来方針、危機管理等に関しての情報提供を行います。 

 出前授業や体験学習等の実施に努めます。 

 水道モニター制度の導入を検討します。 

 市民の意識調査や満足度調査の実施を検討します。 
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９ 実現方策の検討

 
9.4 環境に配慮した事業の構築 

 
水道事業者は、公共サービスの提供者としての社会的責任を率先して果たす必要が

あります。このため、水道事業として環境保全のための目標を立て、漏水量の削減、

省エネルギーや資源の有効利用等に取り組むとともに、自然流下によるエネルギーの

有効利用、電力消費量の削減や二酸化炭素の排出抑制等、地球温暖化防止に寄与し環

境へ配慮した事業運営に努めます。 
また、資源循環型社会の一翼を担うため、全国の水道事業体においては、浄水処理

過程で発生する浄水汚泥の有効利用、薬品の適正使用や廃棄物の発生抑制・減量化及

びリサイクルが行われています。 
蛇ヶ洞浄水場ならびに馬ヶ城浄水場から発生する、浄水汚泥の有効利用を図るとと

もに、建設残土等の建設副産物の抑制やリサイクル製品の積極的な購入等により、環

境保全に寄与していきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1．施設等の省エネルギー対策 

2．環境影響の少ない工事の実施 

3．周辺環境と調和した施設整備 

「「環環境境にに配配慮慮ししたた事事業業のの構構築築」」実実現現方方策策  
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９ 実現方策の検討

実現方策１ 施設等の省エネルギー対策 

 
ポンプ運転に際してインバーター制御を行うなど、省エネルギー化に努めています

が、地下水系（原山配水区）においては地形的な要因から全域ポンプ圧送による配水

を行っています。 
また、電力消費量の抑制、二酸化炭素排出量の削減を進めるためにも、省エネルギ

ー型設備の導入検討を行い、環境保全を図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
実現方策２ 環境影響の少ない工事の実施 

 
廃棄物の減量化や資源の有効利用等の環境問題への対応は、これからの水道事業に

おいても重要性は増してきています。 
環境への配慮を重視し、水道工事においては建設発生土（掘削土）を抑制するため

に浅層埋設を行い、その際に生じた建設発生土は埋戻し材等として再利用すること

で、環境負荷の低減に努めます。 
また、工事の際に使用する建設機械については、低振動・低騒音型の重機を使用す

ることで、環境負荷の少ない工事の実施に努めます。 
 
 
 
 
 

 

実現方策３ 周辺環境と調和した施設整備 

 
 水道施設（浄・配水場やポンプ場等）は、緑豊な山間部や市民生活が営まれている

住宅地内に設置されていることから、景観上の違和感が無く周辺環境と調和した施設

整備に努めます。 
 
 

 機器更新時に省エネ型の導入(インバータ化等)検討を行います。 

 事務所での電気やエネルギー等の使用削減に努めます。 

 車両等の更新にあたっては、省エネ型または新エネルギー利用型車両の導入を検討

します。 

 低公害型機械の使用に努めます。 

 残土や残材の適切な処理に努めます。 

 発生土の再利用に努めます。 

 リサイクル製品の活用に努めます。 

 地域景観と調和した施設整備に努めます。 
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１０ 事業計画の概要とフォローアップ

10 事業計画の概要とフォローアップ 
 
10.1 主要事業の年次計画 
 
 施策の年次計画は次のとおりです。 
 

安全で安心して飲める水の供給 

1. 日常の水質管理
薬品注入量の管理
（残塩計の設置）

セキュリティの確保
（第三者の侵入防止）

3階直結給水の導入

2. 自己水源の扱い

3. 水安全計画の策定

4. 水源保護条例

5. 鉛製給水管の更新

実現方策
前期

H23～H26
後期

(H30～H32)
中期

H27～H29

 

 
信頼性の高いライフラインの構築 

1. 配水区域の見直し

2. 経年化施設の更新

3. 主要管路の耐震化

4. 応急給水・応急復旧体制の整備

5. 危機行動マニュアルの整備と対応訓練

実現方策
前期

H23～H26
後期

(H30～H32)
中期

H27～H29
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１０ 事業計画の概要とフォローアップ

満足度の高い水道サービスの提供と効率的な事業運営の実現 

1. 浄水場業務の委託化の検討

2. 財政計画の策定

3. 遊休資産の管理計画策定

4. 水道モニター、意識調査の導入検討

実現方策
前期

H23～H26
後期

(H30～H32)
中期

H27～H29

 

 
環境に配慮した事業の構築 

1. 配水ポンプのインバーター化

2. 発生土の再利用

実現方策
前期

H23～H26
後期

(H30～H32)
中期

H27～H29
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１０ 事業計画の概要とフォローアップ

 
10.2 主要な業務指標目標値 
 

現況

(H21)

1104 水質基準不適合率
給水栓で年間に水質基準値を満足で
きない水質検査検査数の割合

% 0.0 0.0 0.0

1105
カビ臭から見た
　おいしい水達成率

カビ臭に関する水質基準達成度 % 100.0 100.0 100.0

1106
塩素臭から見た
　おいしい水達成率

残留塩素に関する水質基準達成度 % 25.0 75.0 100.0

1117 鉛製給水管率 給水管における鉛管の使用割合 % 7.9 3.9 2.1

2101 経年化浄水施設率
浄水能力に占める経年化した浄水施
設の使用割合

% 9.3 9.3 0.0

2102 経年化設備率 経年化した電気・機械施設の割合 % 44.8 39.6 30.2

2207 浄水施設耐震率 耐震化された浄水施設能力の割合 % 21.8 31.0 31.0

2209 配水池耐震施設率 耐震化された配水池容量の割合 % 99.4 99.9 100.0

2210 管路の耐震化率 耐震化された管路延長の割合 % 0.6 3.3 5.3

3015 給水原価 有収水量1m3当たりの費用 円/m3 171.3 180以下 180以下

3018 有収率 給水量に対する有収水量の割合 % 92.1 94.0 95.0

解説No 指標名 単位 H27 H32

 
 
※）主要な業務指標の算定式 

 
 
 
 

1104 水質基準不適合率 （水質基準不適合回数／全検査回数）×100

1105
カビ臭から見た
　　おいしい水達成率

｛（1－ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 大濃度／水質基準値）＋（1－2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 大濃度／水質基準）｝／2×100

1106
塩素臭から見た
　　おいしい水達成率

｛1－（年間残留塩素 大濃度－残留塩素水質管理目標値）／残留塩素水質管理目標値｝×100

1117 鉛製給水管率 （鉛製給水管使用件数／給水件数）×100

2101 経年化浄水施設率 （法定耐用年数を超えた浄水施設能力／全浄水施設能力）×100

2102 経年化設備率 （経年化年数を超えている電気・機械設備数／電気・機械設備の総数）×100

2207 浄水施設耐震率 （耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力）×100

2209 配水池耐震施設率 （耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量）×100

2210 管路の耐震化率 （耐震管延長／管路総延長）×100

3015 給水原価 ｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費）｝／有収水量

3018 有収率 （有収水量／給水量）×100

No 指標名 算定式
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１０ 事業計画の概要とフォローアップ

 
10.3 フォローアップ体制 
 
 瀬戸市水道ビジョンのフォローアップとして、PDCA の手法を取り入れ、ビジョン

策定後 3～5 年が経過した時点で目標達成度合の再度評価（レビュー）を行います。 
東北地方太平洋沖地震が発生し、今後、耐震関連の基準値等が見直されるかもしれ

ません。 
したがって、再評価を行う際には、それらの新たな基準値、社会情勢や市民のニー

ズを踏まえた事業計画の軌道修正や見直しを行うことで、時勢に適応した発展性の高

い水道ビジョンの策定を目指します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※PDCA サイクル 

 計画（Plan）を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Action）に結びつけ、その結果を次の計画に活かすプロ

セスです。定期的にレビューを行うことで、途中段階での軌道修正など断続的な改善を可能にします。 

PLANPLANPLAN

DODODOCHECKCHECKCHECK

ACTIONACTIONACTION

基本計画の策定基本計画の策定

目標等の策定目標等の策定

各事業の実行各事業の実行

進捗状況の管理進捗状況の管理

実施状況の評価実施状況の評価

～～PIPIの活用～の活用～

計画の見直し計画の見直し

目標の再検討・設定目標の再検討・設定

継続的な改善継続的な改善【【持続持続】】

PLANPLANPLAN

DODODOCHECKCHECKCHECK

ACTIONACTIONACTION

基本計画の策定基本計画の策定

目標等の策定目標等の策定

各事業の実行各事業の実行

進捗状況の管理進捗状況の管理

実施状況の評価実施状況の評価

～～PIPIの活用～の活用～

計画の見直し計画の見直し

目標の再検討・設定目標の再検討・設定

継続的な改善継続的な改善【【持続持続】】
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用語 

― あ行 ― 
・一日 大給水量 

 年間の一日給水量のうち 大のものである。浄水場の施設能力を決めるにあたっ

ての指標となる。 
・一日平均給水量 

 年間総給水量を年日数で除したものである。 
・エアレーション設備 

空気と水を活発に接触させる操作で、水中に含まれるガス状物質を放出させたり、

空気中の酸素を取り入れて水中に含まれた物質の酸化を行う設備です。 
・営業収益 

収益勘定の一つ。主たる営業活動として行う財貨・サービスの提供の対価として

の収入で、収益の中心的なものである。水道事業においては、給水収益、受託工事

収益及びその他の営業収益に区分して記載することとなっている。 
・営業費用 

費用勘定の一つ。主たる事業活動に伴って生じる費用のこと。水道事業において

は、原水費、浄水費、配水費、給水費、受託工事費、業務費、総係費、減価償却費、

資産減耗費及びその他営業費用に区分して記載することとなっている。 
・エフロレッセンス 

外壁のひび割れなどから浸入した水分に、コンクリート内の水酸化カルシウムや

硫塩酸が溶け出して溶解した成分が表面や目地から外部に流出し、大気中の炭酸ガ

スなどと化学反応を起こす。そして、化学反応を起こした物質は炭酸カルシウム・

炭酸ナトリウムとなり、表面上に白く凝固してしまう現象のこと。 
・応急給水 

 地震、渇水及び配水施設の事故などにより、水道による給水ができなくなった場

合に、被害状況に応じて拠点給水、運搬給水及び仮設給水などにより、飲料水を給

水すること。仮設給水は、応急復旧した水道管に仮設給水栓を設置して給水する。 
 災害による避難住民の応急給水量としては、生命維持に必要な水量として一人一

日 3 リットルを基本水量とし、 低 3 日間程度を見込んで算定する。 
 
― か行 ― 
・緩速ろ過 

1 日 4～5m のゆっくりとした速度で水を通過させるろ過法で、原則として薬品は

使用せず、自然の浄化能力を利用する方式である。主に濁度、細菌などの浮遊物や

アンモニア態窒素、鉄、マンガン、臭気物質等の溶解性物質が除去される。 
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用語 

・企業債 
 地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす地方債のこ

とである。 
・企業債償還金 

企業債の発行後、各事業年度に支出する元金の償還額または一定期間に支出する

元金償還金の総額をいい、地方公営企業の経理上、資本的支出として整理される。 
・給水管 

給水装置及び給水装置より下流の受水槽以下の給水設備を含めた水道用の管で

呼び径 13～50mm のサイズが主流である。水道事業者の管理に属する配水管と区別

した呼び名である。 
・給水原価 

有収水量 1m3 当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すもの。 
・給水人口 

事業者が定める給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。 
・給水量 

配水場（または配水池）から送り出している水量。給水量には、各家庭などで有

効に使われる水量の他、漏水などによって無効になる水量も含まれる。 
・急速ろ過池 

戦後、急速に広まった浄化方法で、濁った原水に「硫酸アルミニウム」や「ポリ

塩化アルミニウム」等の薬品を注入して濁りの成分を沈澱・除去した後、 後にそ

の上澄水を砂層などでろ過する池のこと。 
・供給単価 

有収水量 1m3 当たりについてどれだけの収益を得ているかを表すもの。 
・業務指標 

水道事業の施設整備状況や経営状況等を客観的な数値で評価するものである。

「安心」「安定」「持続」「環境」「管理」「国際」の 6 つの分野に分類された

137 項目の指標で構成されており、他の水道事業体と比較したり、また、経年的な

推移を図示することにより、水道事業の状況を容易に把握することができる。 
・緊急遮断弁 

地震などの災害時等に水道管が破損したときなど、流量の異常を感知して自動に

閉まる弁のことである。 
・緊急貯水槽 

地下に設置された水を貯留するタンクのことである。地震などの災害時等には、

貯水槽の出入口に設置された弁が自動的に閉止し、貯水槽内の清浄な水の流出を遮

断し、飲料水を確保する。 
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用語 

・経常収支 
営業収益から営業費用を控除したものに、営業外収益及び営業外費用を加減した

もの。この数値が 100％を超える場合は単年度黒字を 100％未満の場合は単年度赤

字を表す。 
・経常収支比率 

経常費用（営業費用＋営業外費用）に対する経常収益（営業収益＋営業外収益）

の割合を表すもの。 
・鋼管 

素材に鋼を用いていることから、強度、粘り強さに富み、延伸性も大きく、内・

外圧に耐えることができる。溶接継手により連結されるため、管路の一体化が可能

であり、継手部の抜け出し防止策が不要となるほか、軽量で加工性が良いなどの特

徴がある。 
・コーホート変化率法 

基準年と 5 年後の 2 箇年の 5 歳階級別人口を用いて、各階級における変化率を求

め、これを将来に当てはめて算出する方法。 
 
― さ行 ― 
・残留塩素濃度 

水道水の中に注入された塩素が消費されずに残留している有効塩素をいう。塩素

は消毒効果があるため、飲料水には常に残留塩素が含まれている必要がある。 
・ジェオスミン 

河川などで異常繁殖する植物プランクトンが作るカビ臭物質の一つ。 
・色度 

水の色の程度を数値で示したもので、水道法に基づく水質基準は 5 度以下である。 
・施設機能診断 

水道施設全体の機能の健全性を評価するもので定期的に実施する必要がある。機

能を診断することで、経済的かつ効率的に施設，設備の機能改善を図ることができ

る。 
・浄水施設 

水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設。一般的に、凝集、沈

澱、ろ過、消毒などの処理を行う施設をいう。 
・受水 

水道事業者が水道用水供給事業より、浄水された水を受けることをいう。 
・水質基準 

水道法により規定されるもので、水道水が備えなければならない水質上の要件の
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用語 

こと。水道水質基準は水道法４条に規定されており、その具体的事項として「水質

基準に関する省令」（平成４年厚生省令 69 号）で項目、基準値、検査方法が定め

られている。また、水道法 20 条には、水質基準に適合していることを判断するた

めに水道事業体が実施する水質検査について記載されている。 
・水道事業ガイドライン 

「水道事業ガイドライン（JWWA  Q 100）：2005」は(社)日本水道協会規格とし

て平成 17 年 1 月 17 日に制定された規格。業務指標（PI）の定量化によるサービス

向上を目的に、水道事業体は自らの状況を客観的に分析し、水道事業を更に発展さ

せることができるようになったといえる。 
・水道ビジョン 

平成 16 年 6 月 1 日、厚生労働省において、水道に関わる全ての人々の間での水

道の将来についての共通認識形成を目指した「水道ビジョン」が策定された。この

水道ビジョンは「世界のトップランナーを目指してチャレンジし続ける水道」を基

本理念とし、わが国の水道の現状と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将

来像についてすべての水道関係者が共通目標を持って、その実現のための具体的な

施策や工程が明示されている。 
 
― た行 ― 
・耐震化 

構造物が地震に対する安全性を確保するよう配慮して設計・施工を行うこと。 
・耐震管 

耐震管に該当する管種は、耐震型継ぎ手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管、及び

水道配水用ポリエチレン管である。ただし、ダクタイル鋳鉄管の場合、継手の種類

が離脱防止機能を有する管を耐震管と定義している。 
・ダクタイル鋳鉄管 

鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べ、強度や粘り強さがある。

施工性が良好であるため、現在、水道用管として広く用いられている。鋳鉄管は、

一般に普通鋳鉄管と高級鋳鉄管に区分される。 
 
― な行 ― 
・鉛 

昔から水道管として使用されてきたが、水に溶出することが問題視され、近年、

他の材質に切り替える傾向にある。鉛は神経系の障害、貧血、頭痛などの中毒症状

を引き起こすことが知られている。水道法の水質基準は 0.01mg/ 以下である。 

用語-5



用語 

・2-メチルイソボルネオール 
河川などで異常繁殖する植物プランクトンが作るカビ臭物質の一つ。 

 
― は行 ― 
・配水池 

給水区域の需要量、時間変動に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯留

する池である。 
・表流水 

陸水のうち河川、湖沼の水のようにその存在が完全に地表面にあるものをいう。

取水が容易で量が確保しやすく、優れた水道水源のひとつである。 
・負荷率 

1 日 大給水量に対する 1 日平均給水量の割合を表す。 
・法定耐用年数 

構造物や管路の効用が持続すると考えられる期間で、施設の寿命の目安となる。

その年数は、使用及び時間の経過による物質的原因と技術の進歩による陳腐化など

の機能的原因に基づき、過去の経験などを参考に決定する。 
 
― や行 ― 
・薬品沈澱池 

水中に懸濁（微細な粒子が水の中に分散している状態）している浮遊物質を、凝

集剤等を用いて凝集させ沈澱分離する池のこと。 
・有効水量 

給水量の分析を行う際に有効に使用された水量のことであり、メーターで計量さ

れた水量、もしくは需要者に到達したものと認められる水量ならびに事業用水量な

どが該当する。 
・有効率 

有効水量を給水量で除したもの。水道施設及び給水装置を通して給水される水量

が有効に使用されているかどうかを示す指標であり、有効率の向上は経営上の目標

となる。 
・有収水量 

料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量のことであり、

料金水量、公園用水、公衆便所用水、消防用水などが該当する。 
・有収率 

有収水量を給水量で除したもの。全配水量のうち、料金収入のあった水量の割合

を示す指標である。 

用語-6



用語 

 
― ら行 ― 
・レベル 2 地震動 

構造物の耐震設計に用いる地震動で、現在から将来にわたって当該地点で考えら

れる 大級の強さを持つ地震動のことであり、一般的に震度 7 相当の地震に該当す

る。 
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パブリックコメント 

 

～意見と要旨、それに対する市の考え方～ 

 

 



「
瀬

戸
市

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

」
 

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

と
り

ま
と

め
 

 

【
安

全
で

安
心

し
て

飲
め

る
水

の
供

給
】

 

N
o
.1

 水
道

と
環

境
保

全
の

関
連

に
つ

い
て

 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

①
 

現
在

の
自

己
水

源
及

び
水

源
に

関
わ

る
土

地
の

保
全

に
つ

い
て

更
な

る
説

明
が

必

要
。

近
年

、
水

源
地

お
よ

び
周

辺
地

の
用

地
を

外
国

人
・

外
国

の
会

社
な

ど
が

目

的
を

明
ら

か
に

し
な

い
で

購
入

す
る

ケ
ー

ス
が

国
内

の
あ

ち
ら

こ
ち

ら
で

問
題

に

な
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

一
旦

購
入

さ
れ

て
し

ま
う

と
元

に
戻

す
こ

と
が

非
常

に

困
難

で
、

そ
の

開
発

へ
の

歯
止

め
も

現
在

の
法

制
で

は
困

難
で

す
。

一
歩

進
め

て

水
源

地
お

よ
び

水
源

地
に

関
わ

る
用

地
の

保
全

・
開

発
規

制
を

す
る

瀬
戸

市
独

自

の
条

例
が

必
要

だ
と

考
え

ま
す

。
 

②
 

水
道

事
業

と
環

境
と

の
か

か
わ

り
に

関
し

て
水

道
事

業
が

環
境

に
与

え
る

負
荷

の

み
が

取
り

上
げ

ら
れ

て
い

る
こ

と
に

は
違

和
感

を
ぬ

ぐ
え

ま
せ

ん
。

水
道

事
業

に

は
た

し
か

に
環

境
へ

の
負

荷
が

あ
る

で
し

ょ
う

。
し

か
し

、
環

境
に

プ
ラ

ス
の

影

響
を

与
え

る
側

面
も

あ
り

ま
す

。
水

源
涵

養
保

安
林

に
指

定
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

全
域

が
土

砂
採

掘
や

廃
棄

物
処

分
場

な
ど

の
開

発
か

ら
守

ら
れ

る
、

地

域
の

人
々

が
河

川
の

水
質

維
持

に
関

心
を

も
つ

な
ど

を
通

し
て

、
良

好
な

自
然

や

景
観

が
保

た
れ

る
面

で
水

道
事

業
は

環
境

に
好

ま
し

い
影

響
を

与
え

て
い

ま
す

。

一
昨

年
来

、
東

山
路

町
で

申
請

さ
れ

て
い

た
産

業
廃

棄
物

処
分

場
計

画
が

本
年

取

り
下

げ
ら

れ
ま

し
た

が
、

計
画

地
の

近
傍

に
馬

が
城

浄
水

場
の

取
水

口
が

あ
っ

た

こ
と

が
市

民
の

注
目

を
集

め
ま

し
た

。
豊

田
市

、
名

古
屋

市
な

ど
巨

大
な

産
業

地

の
近

傍
に

あ
る

瀬
戸

市
に

は
地

元
で

発
生

す
る

量
を

大
き

く
上

回
る

産
業

廃
棄

物

が
運

び
こ

ま
れ

て
い

ま
す

。
市

民
は

そ
の

こ
と

に
た

い
す

る
不

安
や

不
公

平
感

か

ら
、

水
道

事
業

に
給

水
だ

け
を

求
め

る
の

で
な

く
、

地
域

の
環

境
保

全
の

た
め

の

働
き

を
期

待
し

て
い

ま
す

。
し

か
し

こ
の

計
画

案
は

そ
の

こ
と

を
忘

れ
去

っ
て

し

ま
っ

た
か

の
よ

う
で

す
。

周
辺

環
境

の
保

全
は

水
道

事
業

が
使

命
を

果
た

す
た

め

の
条

件
の

ひ
と

つ
で

す
か

ら
、

水
道

事
業

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
守

ら
れ

て
き

た

環
境

が
あ

り
ま

す
。

も
し

水
道

事
業

を
取

り
や

め
る

な
ら

ば
、

取
り

や
め

る
こ

と

に
よ

っ
て

環
境

に
ど

の
よ

う
な

変
化

が
も

た
ら

さ
れ

る
か

、
ど

の
よ

う
な

負
荷

が

か
か

る
か

を
慎

重
に

予
測

評
価

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

案
に

は
そ

の
視

点

も
欠

け
て

い
ま

す
。

 

③
 

さ
ら

に
水

道
事

業
を

変
更

す
る

こ
と

に
よ

り
、

こ
れ

ま
で

副
次

的
な

産
物

で
あ

っ

た
環

境
保

全
と

い
う

効
果

が
失

わ
れ

る
な

ら
、

そ
れ

を
補

完
す

る
新

た
な

施
策

が

必
要

で
す

。
こ

の
案

を
読

ん
だ

だ
け

で
は

そ
れ

に
向

け
た

取
り

組
み

が
な

さ
れ

て

い
る

か
ど

う
か

分
か

り
ま

せ
ん

。
 

 

1
）

 水
道

事
業

と
環

境
は

密
接

な
関

連
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
環

境
保

全
に

関
す

る
取

り
組

み
や

自
己

水
源

廃
止

に
伴

う
環

境
へ

の
負

荷
に

つ
い

て
、

検
証

が
な

さ
れ

て
い

な
い

。
 

水
道

事
業

の
使

命
は

、
「

安
全

」
で

「
安

心
」

さ

ら
に

は
「

安
価

」
な

水
を

「
安

定
」

し
て

提
供

す
る

こ
と

と
考

え
ま

す
。

 
ま

た
、

水
道

事
業

と
環

境
は

密
接

な
関

わ
り

が
あ

り
ま

す
の

で
、

引
き

続
き

市
の

環
境

行
政

と
連

携

し
、

水
源

保
護

条
例

の
制

定
に

向
け

て
、

取
り

組
ん

で
い

き
ま

す
。

 

9
－

5
．

水
安

全
計

画
の

策
定

 

 

 

 



 
N

o
.2

 自
己

水
源

の
廃

止
と

水
資

源
の

保
全

に
つ

い
て

 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

1
）

 自
己

水
源

を
廃

止
し

、
県

水
へ

の
依

存

度
を

高
め

る
こ

と
は

、
水

道
事

業
に

お

け
る

本
来

の
目

的
で

あ
る

「
安

全
・

安

心
な

水
の

供
給

」
を

犠
牲

に
し

て
い

る

の
で

は
な

い
か

。
 

 

  

 
東

北
地

方
太

平
洋

沖
地

震
以

降
、

自
己

水
源

の
重

要
性

に
つ

い
て

は
認

識
し

て
お

り
ま

す
が

、
水

道
事

業
を

運
営

す
る

た
め

に
は

、
「

安
全

」
で

「
安

心
」

な
水

道
水

の
供

給
は

勿
論

の
こ

と
、

「
安

価
な

水
を

安
定

的
に

供
給

し
て

い
く

こ
と

」
も

重
要

な
使

命
で

あ
る

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
 

将
来

に
お

い
て

、
自

己
水

源
の

水
質

が
今

以
上

の

悪
化

が
見

ら
れ

た
場

合
に

は
、

高
度

浄
水

処
理

等
の

新
た

な
浄

水
設

備
の

導
入

も
含

め
た

、
検

討
を

し
て

い
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

 
な

お
、

県
営

水
道

か
ら

の
受

水
に

つ
き

ま
し

て

は
、

本
市

の
水

道
水

源
不

足
を

補
う

と
と

も
に

、
将

来
に

亘
っ

て
安

心
・

安
全

で
安

定
し

た
水

道
水

を
供

給
す

る
た

め
の

施
策

と
し

て
、

必
要

と
認

識
し

て
い

ま
す

。
 

 

 

①
 

県
水

へ
の

依
存

度
を

今
以

上
に

高
め

な
い

対
策

が
必

要
。

水
源

の
集

約
は

、
効

率
は

改
善

さ
れ

ま
す

が
、

本
来

の
目

的
で

あ
る

「
安

全
・

安
心

な
水

の
市

民
へ

の
供

給
」

を
考

え
る

と
多

様
な

水
源

を
擁

し
て

万
が

一
の

事
故

の
際

に
市

民
に

最
低

限
の

レ
ベ

ル
で

も
県

に
頼

ら
な

い
水

の
供

給
を

保
障

す
る

べ
き

だ
と

考
え

ま
す

。
そ

こ
に

コ
ス

ト
が

必
要

で
あ

れ
ば

、
市

全
体

の
予

算
を

つ
く

る
際

に
、

「
納

税
者

で
あ

る
市

民
の

安
全

・
安

心
」

を
優

先
順

位
の

第
1

に
考

え
、

そ
れ

以
外

は
優

先
順

位
を

再
検

討

す
る

作
業

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

 

②
 

水
源

余
裕

率
（

N
o
1

0
0

2
）

は
全

国
平

均
よ

り
も

低
い

に
も

関
わ

ら
ず

、
ま

た
、

自
己

保
有

水
源

率
（

N
o
1

0
0

4
）

も
低

す
ぎ

る
グ

ル
ー

プ
に

入
っ

て
い

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

蛇
ヶ

洞
水

源
地

を
将

来
的

に
は

な
く

す
る

方
向

に
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、

コ
ス

ト
面

で
の

制
約

は
あ

る
に

せ
よ

、
問

題
だ

と
思

い
ま

す
。

自
己

水
源

の
せ

い
も

あ
り

ま
す

が
、

瀬
戸

市
の

住
民

が
全

国
的

に
見

て
も

お
い

し
い

水
を

飲
ん

で
い

る

（
N

o
1

0
0

4
、

N
o
1

0
0

5
、

N
o
1

0
0

6
）

こ
と

は
、

い
い

こ
と

で
す

が
、

こ
れ

を
保

持
す

る
努

力
は

要
り

ま
す

。
こ

れ
は

ま
た

、
都

市
計

画
に

お
け

る
小

学
校

の
役

割
（

周
辺

は
風

俗
営

業
等

の
禁

止
区

域
に

な
る

）
な

ど
と

同
じ

く
、

瀬
戸

市
の

良
好

な
自

然
環

境
を

保
持

す
る

面
で

も
、

非
常

に
広

範
囲

な
影

響
力

を
持

つ
こ

と
で

し
ょ

う
。

廃
止

に
つ

い
て

は
慎

重
に

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
と

思
い

ま
す

。
 

③
 

将
来

的
に

本
当

に
実

施
し

よ
う

と
す

る
段

階
で

は
、

コ
ス

ト
面

を
含

め
て

、
利

害
得

失
と

そ
の

大
義

名
分

を
、

住
民

側
に

明
確

に
説

明
す

る
必

要
が

あ
る

だ
ろ

う
と

思
い

ま
す

。
 

④
 

県
水

に
一

元
集

約
す

る
の

は
何

の
た

め
で

し
ょ

う
か

。
そ

の
理

由
が

給
水

単
価

だ
け

に
あ

る
な

ら
、

効
率

と
引

き
換

え
に

安
全

を
犠

牲
に

す
る

こ
と

に
な

ら
な

い
で

し
ょ

う
か

。
 

⑤
 

家
庭

排
水

等
の

流
入

を
防

ぐ
対

策
を

と
っ

た
り

、
産

廃
等

の
問

題
を

解
消

す
る

こ
と

を
せ

ず
に

、
県

水
を

受
水

し
た

方
が

安
い

か
ら

と
し

て
自

己
水

源
を

放
棄

す
る

の

は
、

自
然

環
境

・
生

活
環

境
保

全
の

面
か

ら
も

、
ま

た
、

防
災

・
危

機
管

理
上

か
ら

も
問

題
で

あ
る

。
蛇

ヶ
洞

浄
水

場
の

あ
る

地
域

や
そ

の
上

流
域

は
本

来
、

自
然

環
境

に
恵

ま
れ

た
地

域
で

あ
り

、
な

ん
と

か
汚

染
を

減
ら

す
こ

と
に

力
を

尽
く

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
 

 

2
）

 将
来

的
に

事
業

実
施

す
る

段
階

に
は

、

コ
ス

ト
面

を
含

め
た

計
画

の
説

明
が

必

要
で

は
な

い
か

。
 

 

 
引

き
続

き
市

民
に

安
全

で
安

心
、

さ
ら

に
は

安
価

な
水

の
供

給
が

行
え

る
よ

う
、

環
境

面
に

も
配

慮
し

て
事

業
を

進
め

て
い

き
ま

す
。

 
今

後
、

新
た

な
事

業
を

展
開

す
る

際
に

は
、

コ
ス

ト
面

を
含

め
て

計
画

を
説

明
し

、
市

民
の

理
解

を
得

て
い

き
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
 

 

9
－

3
．

4
．

自
己

水
源

の
扱

い
 

  

 



N
o
.３

 鉛
製

給
水

管
に

つ
い

て
 意

見
の

全
文

 
意

見
の

要
旨

 
市

の
考

え
方

 
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
の

記
述

 

①
 

全
国

的
に

見
て

ま
だ

、
瀬

戸
市

に
は

８
％

近
く

も
残

っ
て

い
る

こ
と

は
、

恥
ず

か

し
い

こ
と

だ
と

思
う

。
子

供
た

ち
の

将
来

の
た

め
に

も
早

急
に

改
善

す
べ

き
で

す
。

（
東

明
連

区
も

、
東

明
・

西
窯

町
の

一
部

、
中

畑
町

の
全

域
等

で
1

0
0

戸

以
上

残
っ

て
い

る
）

 

 

1
）

 市
内

に
残

存
す

る
鉛

製
給

水
管

を
、

早
期

に
改

善
し

て
ほ

し
い

。
 

 

引
き

続
き

配
水

管
更

新
事

業
に

合
わ

せ
て

、
鉛

製

給
水

管
の

更
新

に
取

り
組

ん
で

い
き

ま
す

。
 

ま
た

、
鉛

製
給

水
管

の
注

意
事

項
に

つ
い

て
は

、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

て
い

ま
す

。
 

 

9
－

6
．

鉛
製

給
水

管
の

更
新

 

  

   N
o
.４

 馬
ヶ

城
浄

水
場

に
つ

い
て

 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

1
）

 馬
ヶ

城
浄

水
場

は
貴

重
な

自
然

を
有

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
環

境
に

十
分

配
慮

し
、

老
朽

化
対

策
を

早
急

に
進

め
て

ほ
し

い
。

 

 

馬
ヶ

城
浄

水
場

は
建

設
後

78
年

が
経

過
し

、
老

朽

化
が

進
ん

で
い

る
た

め
、

施
設

の
耐

震
化

も
踏

ま
え

て
、

早
期

に
更

新
を

行
い

ま
す

。
 

 

9
－

4
．

自
己

水
源

の
扱

い
 

〈
馬

ヶ
城

浄
水

場
の

現
状

〉
 

  

①
 

馬
ヶ

城
浄

水
場

老
朽

化
へ

の
対

応
を

急
い

で
ほ

し
い

。
 

②
 

今
回

の
山

路
町

に
於

け
る

産
廃

問
題

へ
の

対
応

か
ら

、
水

源
保

護
条

例
な

ど
を

急

ぐ
と

同
時

に
、

馬
ヶ

城
浄

水
場

の
経

年
化

施
設

の
更

新
も

急
い

で
頂

き
た

い
。

こ

の
浄

水
場

は
標

高
が

比
較

的
低

い
こ

と
で

、
中

心
市

街
地

な
ど

ご
く

一
部

に
給

水

さ
れ

、
そ

の
能

力
の

６
０

％
く

ら
い

し
か

利
用

さ
れ

て
い

な
い

よ
う

で
す

が
、

ポ

ン
プ

ア
ッ

プ
な

ど
の

手
段

で
、

８
０

％
く

ら
い

を
活

用
す

る
と

い
う

こ
と

も
あ

っ

て
も

い
い

の
で

は
な

い
か

と
思

い
ま

す
。

 

③
 

馬
が

城
に

つ
い

て
述

べ
ら

れ
て

い
る

こ
と

は
お

お
む

ね
適

切
で

す
が

、
貴

重
な

自

然
を

残
し

て
い

る
場

所
で

あ
る

だ
け

に
、

設
備

の
更

新
に

際
し

て
は

十
分

な
環

境

配
慮

が
必

要
で

す
。

 

 

2
）

 ポ
ン

プ
等

を
使

用
し

て
、

馬
ヶ

城
浄

水
場

の
配

水
能

力
を

有
効

利
用

し
て

は
ど

う

か
。

 

 

本
市

は
山

に
囲

ま
れ

起
伏

の
あ

る
地

形
で

あ
る

た

め
、

標
高

の
高

い
場

所
に

配
水

池
を

設
置

し
、

動
力

を
使

用
せ

ず
に

配
水

す
る

「
自

然
流

下
方

式
」

を
基

本
と

し
て

い
ま

す
。

こ
れ

は
動

力
費

の
削

減
や

、
環

境
負

荷
の

軽
減

に
も

寄
与

で
き

る
た

め
で

す
。

 
ま

た
、

馬
ヶ

城
配

水
区

は
，

同
じ

自
然

流
下

方
式

の
蛇

ヶ
洞

配
水

区
及

び
穴

田
配

水
区

に
隣

接
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

馬
ヶ

城
浄

水
場

に
ポ

ン
プ

を
導

入
し

て
配

水
量

を
増

や
す

こ
と

は
、

現
時

点
で

は
考

え
て

お
り

ま
せ

ん
。

 
 

9
－

9
．

経
年

化
施

設
の

更
新

 

 

 



【
信

頼
性

の
高

い
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

構
築

】
 

N
o
.５

 水
道

ビ
ジ

ョ
ン

（
水

道
事

業
の

施
策

等
）

に
つ

い
て

 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

1
）

 水
道

事
業

と
市

行
政

の
施

策
と

を
関

連
付

け
て

、
評

価
す

る
必

要
が

あ
る

の
で

は
な

い
か

。
 

     

施
策

の
実

施
に

つ
い

て
は

、
市

行
政

と
連

携
し

進

め
て

い
く

こ
と

が
必

要
と

考
え

て
い

ま
す

。
 

ま
た

、
被

災
時

の
対

応
に

つ
い

て
は

、
防

災
計

画

に
基

づ
き

応
急

給
水

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

を
整

備
し

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
き

ま
す

。
 

  
 

9
－

1
0

．
応

急
給

水
・

応
急

復
旧

体

制
の

整
備

 

      

①
 

今
回

の
ビ

ジ
ョ

ン
は

、
今

年
3

月
1

1
日

の
東

北
・

関
東

大
震

災
に

よ
っ

て
明

ら

か
に

な
っ

た
水

源
・

水
道

の
問

題
が

深
く

考
慮

さ
れ

て
い

な
い

と
思

い
ま

す
。

早

急
に

調
査

を
行

い
、

こ
の

よ
う

な
大

震
災

に
瀬

戸
市

が
不

幸
に

し
て

見
舞

わ
れ

た

際
に

、
市

行
政

と
し

て
安

全
・

安
心

な
水

を
市

民
へ

ど
の

よ
う

に
供

給
す

る
の

か
、

ど
の

よ
う

な
サ

ー
ビ

ス
が

で
き

る
の

か
に

つ
い

て
検

討
・

説
明

が
必

要
だ

と

思
い

ま
す

。
当

然
で

す
が

、
施

設
の

検
証

も
今

回
の

大
震

災
を

考
慮

に
入

れ
た

条

件
で

行
う

べ
き

と
考

え
ま

す
。

 

②
 

3
月

1
1

日
の

大
震

災
に

よ
り

こ
れ

ま
で

気
が

つ
か

な
か

っ
た

問
題

が
た

く
さ

ん

出
て

い
ま

す
。

従
来

の
視

点
を

あ
ら

た
め

、
東

北
で

瀬
戸

市
と

類
似

条
件

の
市

町

村
（

今
回

の
ビ

ジ
ョ

ン
に

は
含

ま
れ

て
い

ま
せ

ん
）

の
事

例
を

検
証

し
、

ま
た

水

源
・

水
道

に
関

わ
る

問
題

を
抽

出
し

、
あ

ら
た

な
視

点
か

ら
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
を

策

定
す

べ
き

だ
と

考
え

ま
す

。
拙

速
に

走
っ

て
、

今
後

間
違

い
な

く
減

少
し

て
い

く

税
収

を
間

違
っ

た
方

向
に

使
わ

な
い

よ
う

な
熟

慮
と

市
民

へ
の

説
明

が
必

要
で

す
。

市
広

報
以

上
の

広
告

が
必

要
だ

と
思

い
ま

す
。

 

③
 

こ
の

案
を

拝
読

し
て

、
定

め
ら

れ
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

忠
実

に
水

道
事

業
を

評
価

し

た
に

す
ぎ

な
い

も
の

と
感

じ
ま

し
た

。
そ

の
た

め
評

価
の

枠
組

み
が

狭
く

、
水

道

事
業

を
市

全
体

の
政

策
と

関
連

付
け

て
評

価
す

る
視

点
を

欠
い

て
い

る
よ

う
に

思

い
ま

す
。

 

 

2
）

 東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

に
お

け
る

被
災

状
況

を
検

証
し

、
本

ビ
ジ

ョ
ン

に
反

映
さ

せ
る

こ
と

が
必

要
で

は
な

い
か

。
 

  

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

に
お

い
て

、
水

道
施

設

の
被

災
箇

所
は

、
主

に
管

路
に

お
け

る
継

手
部

の
離

脱
や

水
管

橋
等

の
露

出
部

の
損

壊
が

、
要

因
と

い
わ

れ
て

い
ま

す
。

 
本

市
で

は
、

配
水

池
の

耐
震

化
が

ほ
ぼ

完
了

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
施

設
の

再
検

証
は

必
要

な
い

と
判

断
し

て
お

り
、

今
後

は
管

路
の

耐
震

化
を

進
め

て
い

く
方

針
で

す
。

 
 

9
－

9
．

主
要

管
路

の
耐

震
化

 

  

 N
o
.６

 配
水

区
域

の
再

編
に

つ
い

て
 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

1
）

 配
水

区
域

の
再

編
（

上
陣

屋
配

水
場

の
取

扱
い

）
と

採
掘

計
画

に
関

係
は

あ
る

の

か
。

 

上
陣

屋
配

水
場

を
含

む
採

掘
構

想
は

存
じ

て
お

り

ま
す

。
な

お
当

配
水

場
は

、
本

市
水

道
事

業
に

お
い

て
重

要
な

施
設

の
一

つ
で

す
が

、
今

後
は

合
理

的
で

効
率

的
な

配
水

計
画

を
検

討
し

て
い

き
ま

す
。

 
 

①
 

上
陣

屋
配

水
場

を
な

く
す

と
い

う
こ

と
か

？
 
 

②
 

か
ね

て
よ

り
上

陣
屋

配
水

場
を

移
転

し
て

当
地

の
珪

砂
採

掘
を

す
る

計
画

が
あ

る

と
い

う
話

を
耳

に
し

て
い

た
が

、
採

掘
計

画
と

関
係

が
あ

る
の

か
？

 

③
 

な
お

、
上

陣
屋

配
水

場
が

あ
る

土
地

は
ど

こ
の

所
有

地
か

？
 

 

2
）

 上
陣

屋
配

水
場

の
土

地
所

有
者

は
？

 

 

上
陣

屋
配

水
場

は
、

本
市

の
所

有
で

す
。

 
 

9
－

8
．

配
水

区
域

の
見

直
し

 

  

 

 



N
o
.７

 非
常

時
へ

の
対

応
に

つ
い

て
 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

①
 

車
載

用
給

水
タ

ン
ク

の
保

有
（

N
o
2

2
1

5
）

も
ゼ

ロ
で

は
困

り
ま

す
。

い
ざ

災
害

で
、

ほ
と

ん
ど

の
給

水
管

路
が

破
壊

さ
れ

た
時

に
は

ど
う

す
る

つ
も

り
な

の
か

。
自

衛
隊

の
給

水
車

な
ど

も
市

全
域

で
は

対
応

で
き

な
い

し
、

せ
め

て
自

分
の

車
で

浄
水

場
ま

で
取

り
に

来
た

人
に

給
水

で
き

る
ぐ

ら
い

の
設

備
は

要
る

の
で

は
…

。
 

②
 

飲
み

水
の

安
全

、
災

害
へ

の
備

え
と

い
う

観
点

で
こ

の
計

画
で

は
3

.1
1

の
震

災
や

そ
の

後
に

東
日

本
を

お
そ

っ
た

飲
み

水
の

汚
染

、
汚

泥
処

理
の

問
題

な
ど

が
意

識
す

ら
さ

れ
て

な
く

、
対

策
も

用
意

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
。

 

③
 

震
災

時
等

に
お

け
る

飲
料

水
の

確
保

の
し

や
す

さ
を

示
し

た
「

給
水

拠
点

密
度

」
が

「
瀬

戸
市

で
は

、
他

事
業

体
と

比
べ

て
も

か
な

り
低

い
値

」
で

あ
り

、
給

水
人

口

1
,0

0
0

 
人

当
た

り
の

給
水

車
保

有
台

数
を

表
す

「
給

水
車

保
有

度
」

も
、

瀬
戸

市

で
は

ほ
ぼ

0
で

あ
る

と
い

う
事

実
が

報
告

さ
れ

て
い

ま
す

。
災

害
時

へ
の

備
え

が

一
朝

一
夕

に
改

善
す

る
見

込
み

が
な

い
の

に
、

既
存

の
浄

水
場

の
機

能
を

配
水

に
だ

け
絞

っ
て

し
ま

う
と

ど
う

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。
不

慮
の

事
故

や
災

害
な

ど
で

県
水

が
不

足
し

た
り

、
汚

染
さ

れ
た

り
す

れ
ば

、
瀬

戸
市

は
た

ち
ま

ち
断

水
の

憂
き

目
に

あ
う

こ
と

で
し

ょ
う

。
 

 

1
）

 震
災

等
の

非
常

時
に

お
い

て
も

市
民

へ

水
を

供
給

で
き

る
よ

う
な

、
設

備
や

対

策
が

必
要

で
は

な
い

か
。

 

 

給
水

拠
点

と
な

る
配

水
池

は
、

ほ
ぼ

耐
震

化
が

完

了
し

て
お

り
、

給
水

区
域

の
約

5k
m

2
に

1
ヶ

所
の

割
合

で
確

保
し

て
い

ま
す

。
な

お
、

給
水

拠
点

は
よ

り
多

い
方

が
安

心
し

て
給

水
を

受
け

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

広
域

避
難

所
等

で
も

給
水

が
で

き
る

よ
う

に
、

検
討

し
て

い
き

ま
す

。
 

 
ま

た
、

ハ
ー

ド
面

の
整

備
・

対
策

だ
け

で
な

く
ソ

フ
ト

面
で

は
、

他
部

署
と

も
連

携
し

て
防

災
訓

練
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
危

機
行

動
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
す

る
等

、
市

民
意

識
の

向
上

に
努

め
て

い
き

ま

す
。

 

9
－

1
0

．
応

急
給

水
・

応
急

復
旧

体

制
の

整
備

 

危
機

行
動

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

整
備

と
対

応
訓

練
 

  

   【
満

足
度

の
高

い
水

道
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

と
効

率
的

な
事

業
運

営
の

実
現

】
 

N
o
.８

 費
用

に
つ

い
て

 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

1
）

 「
水

」
は

人
間

生
活

の
基

本
で

あ
り

、
市

民
生

活
の

安
全

や
安

心
を

第
1

に
考

え

て
、

市
の

予
算

を
投

入
し

て
ほ

し
い

。
 

   

水
道

事
業

に
掛

か
る

費
用

は
、

水
道

利
用

者
の

水

道
料

金
に

よ
っ

て
運

営
し

て
い

ま
す

。
こ

う
し

た
考

え
に

基
づ

き
、

今
後

と
も

、
安

全
で

安
心

な
水

道
水

を
供

給
す

る
た

め
の

施
策

を
、

計
画

的
に

進
め

て
い

き
ま

す
。

 
 

 

①
 

現
在

施
設

の
維

持
管

理
に

費
用

が
か

か
る

こ
と

も
、

人
間

の
生

活
の

基
本

で
あ

る

「
水

」
は

相
当

に
優

先
順

位
が

高
い

と
思

い
ま

す
。

市
予

算
の

投
入

に
お

い
て

高

い
優

先
順

位
を

与
え

て
市

民
生

活
の

安
全

・
安

心
を

第
1

に
考

え
て

ほ
し

い
。

 

②
 

現
在

施
設

の
運

用
に

か
か

る
費

用
を

将
来

に
わ

た
り

明
示

し
、

市
民

へ
の

説
明

が

必
要

だ
と

思
い

ま
す

。
希

望
す

る
市

民
や

団
体

へ
の

出
張

説
明

会
を

検
討

し
て

ほ

し
い

。
 

 

2
）

 施
設

の
運

用
に

か
か

る
費

用
等

を
明

示
し

て
ほ

し
い

。
 

 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
、

過
去

5
年

間
に

お
け

る
水

道

事
業

の
財

政
状

況
を

公
表

し
て

い
ま

す
。

 
将

来
計

画
等

に
つ

い
て

も
、

情
報

提
供

し
て

い
き

ま
す

。
 

 

9
－

1
3

．
財

政
計

画
の

策
定

 

9
－

1
4

．
参

加
型

広
報

活
動

や
情

報

公
開

の
推

進
 

  



 N
o
.９

 市
民

ニ
ー

ズ
の

把
握

に
つ

い
て

 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

①
 

市
民

ニ
ー

ズ
の

把
握

は
大

切
な

こ
と

だ
と

思
い

ま
す

。
 

 

1
）

 市
民

の
ニ

ー
ズ

を
把

握
し

て
事

業
を

進
め

て
ほ

し
い

。
 

 

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
を

始
め

と
し

た
、

市
民

意

識
の

収
集

に
努

め
ま

す
。

 
 

9
－

1
4

．
市

民
ニ

ー
ズ

の
把

握
 

 

 

   N
o
.１

０
 
遊

休
資

産
の

整
理

に
つ

い
て

 

意
見

の
全

文
 

意
見

の
要

旨
 

市
の

考
え

方
 

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

の
記

述
 

①
 

財
源

確
保

の
手

段
と

し
て

、
各

地
に

点
在

す
る

遊
休

資
産

の
売

却
整

理
も

必
要

だ

ろ
う

と
思

い
ま

す
。

私
の

家
の

前
に

も
遊

休
地

（
塩

草
台

、
旧

ポ
ン

プ
小

屋
跡

地
）

が
あ

り
ま

す
が

、
こ

れ
に

類
す

る
空

き
地

は
市

内
数

ヵ
所

に
点

在
し

て
い

る

よ
う

で
す

。
 

②
 

「
遊

休
資

産
の

整
理

を
行

う
」

と
は

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
こ

と
を

い
う

の
か

？
 

  

1
）

 遊
休

資
産

の
整

理
は

具
体

的
に

、
ど

の
よ

う
な

こ
と

を
行

う
の

か
。

 

 

 
売

却
等

の
処

分
に

努
め

、
経

費
削

減
を

図
っ

て
い

き
ま

す
。

 

9
－

1
3

．
遊

休
資

産
の

整
理
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